
定時株主総会
招集ご通知

第26期

証券コード：3387

◎�ご送付している書面は法令及び当社定款の規定に基づき一部の項目を除いております。頁番号、項番等は電子提供措置事項と同一のため
連番とならない場合がございます。

株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングス

2023年５月26日（金曜日）
午前10時（開場午前９時）

開催
日時

開催
場所

東京都港区港南２丁目16番４号
品川グランドセントラルタワー３階
ザ・グランドホール

議　　　案　�取締役（監査等委員である取締役を
除く。）５名選任の件

決 議 事 項

※�昨年の開催会場とは異なりますので、
お間違いないようご注意ください。

当日ご出席の株主の皆様へのお土産は、
予定しておりません。

何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。
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証券コード 3387
2023年５月11日

（電子提供措置の開始日 2023年５月２日）
株 主 各 位

東京都品川区東五反田五丁目10番18号
株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングス

代表取締役社長 川 井 潤

第26期定時株主総会招集ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。
さて、当社第26期定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご通知申し上げます。
本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の当社ウェブサイトに

「第26期定時株主総会招集ご通知」として電子提供措置事項を掲載しておりますので、以下の当社ウ
ェブサイトにアクセスの上、ご確認くださいますようお願い申し上げます。

当社ウェブサイト
https://www.createrestaurants.com/ir/stock/meeting/

また、電子提供措置事項は、上記当社ウェブサイトのほか、東京証券取引所（東証）のウェブサイ
トにも掲載しております。以下の東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）にアクセスして、
銘柄名（会社名）または証券コードを入力・検索し、「基本情報」、「縦覧書類／ＰＲ情報」を選択の
上、ご確認くださいますようお願い申し上げます。

東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

なお、インターネット等またはご郵送により事前に議決権を行使される場合、2023年５月25日（木曜日）午
後６時までに議決権を行使いただきたくお願い申し上げます。（２頁、３頁に記載の「議決権行使についてのご
案内」も併せてご覧ください。）

敬 具
記

１. 日 時 2023年５月26日（金曜日）午前10時（開場午前９時）
２. 場 所 東京都港区港南２丁目16番４号

品川グランドセントラルタワー３階 ザ・グランドホール
３. 目的事項
報告事項 １. 第26期（2022年３月１日から2023年２月28日まで）事業報告、連結計算

書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
２. 第26期（2022年３月１日から2023年２月28日まで）計算書類報告の件

決議事項
議 案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件

以 上
◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトに修正内容を掲載させていただきます。
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議決権行使についてのご案内
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見本

○○○○

○○○○○○○

○○○○○○○○

○○○○○○○

××××年　×月××日

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイト
ログインQRコード

（
切
取
線
）

議決権 行使 書 株主番号 議決権の数

御中

ＸＸ個 1.

2.

3.

4. 見本

下記４つの方法がございます。後記の株主総会参考書類をご検討の上、①～④いずれかの方法にて議決権を行使
いただきますようお願い申し上げます。

①「スマート行使」により
議決権を行使される方

行使期限
2023年５月25日（木曜日）
午後６時入力完了分まで

同封の議決権行使書用紙の右下『スマー
トフォン用議決権行使ウェブサイトログ
インQRコード』をスマートフォンまた
はタブレット端末で読み取り、画面の案
内に従って議案に対する賛否をご入力く
ださい。

②議決権行使ウェブサイトより
議決権を行使される方

行使期限
2023年５月25日（木曜日）
午後６時入力完了分まで

パソコンまたはスマートフォンから議決権
行使ウェブサイト（https://www.web54.net）に
アクセスし、同封の議決権行使書用紙に
記載された「議決権行使コード」及び
「パスワード」をご入力いただき、画面
の案内に従って議案に対する賛否をご入
力ください。

③書面の郵送により
議決権を行使される方

行使期限
2023年５月25日（木曜日）
午後６時到着分まで

同封の議決権行使書用紙に議案に対する
賛否をご表示いただき、ご返送くださ
い。議決権行使書面において、議案に賛
否の表示がない場合は、賛成の意思表示
をされたものとして取り扱わせていただ
きます。

▶スマート行使または議決権行使ウェブサイトより議決権を行使される場合の注意点
・パスワードは、議決権を行使される方が株主様ご本人であることを確認するための重要な情報ですので、大切にお取り扱いく
ださい。

・プロバイダへの接続料金及び通信事業者への通信料金は株主様のご負担となります。
・議決権行使書の郵送とインターネット等による方法の双方で議決権を行使された場合は、インターネット等による議決権の行
使を有効とさせていただきます。

・インターネット等により複数回にわたり議決権を行使された場合は、最後に行使された内容を有効とさせていただきます。

④株主総会にご出席される方
株主総会開催日時

2023年５月26日（金曜日）
午前10時

株主総会開催場所
東京都港区港南２丁目16番４号
品川グランドセントラルタワー３階

ザ・グランドホール

同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提
出くださいますようお願い申し上げます。
・座席数の関係上、ご入場をお断りする場合がご
ざいます。

・発熱や咳等の症状がみられる株主様はご入場い
ただけませんので、ご注意ください。

・株主様ではない代理人及び同伴の方等、議決権
を行使することができる株主様以外の方はご入
場いただけませんので、ご注意ください。

・株主総会会場内での写真撮影・録画・録音につ
いては、禁止とさせていただいておりますので、
ご協力いただきますようお願い申し上げます。
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見本

○○○○

○○○○○○○

○○○○○○○○

○○○○○○○

××××年　×月××日

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイト
ログインQRコード

（
切
取
線
）

議決権 行使書 株主番号 議決権の数

御中

ＸＸ個 1.

2.

3.

4. 見本

「スマート行使」による
議決権行使方法

議決権行使ウェブサイトによる
議決権行使方法

議決権行使コード及びパスワードを入力することなく議決権行使
ウェブサイトにログインすることができます。

議決権行使
ウェブサイト https://www.web54.net

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。4

議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。1

お手元の議決権行使書用紙に記載
された「パスワード」と実際にご
使用になる新しいパスワードを入
力し、「登録」をクリック。

3

議決権行使書用紙に記載された
「議決権行使コード」をご入力ください。「議決権行使コード」をご入力ください。

2
以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。2

議決権行使書用紙右下に記載のQRコードを読み取ってください。1

※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。 

「パスワード」を入力

「新しいパスワード」
を入力

「議決権行使コード」
を入力

「ログイン」を
クリック

「次へすすむ」を
クリック

「スマート行使」での議決権行使は１回に限り
可能です。
議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数ですが
PC向けサイトへアクセスし、議決権行使書用紙に記載の
「議決権行使コード」・「パスワード」を入力してログイン、
再度議決権行使をお願いいたします。
※QRコードを再度読み取っていただくと、PC向けサイト
へ遷移できます。

インターネット等による議決権行使でパソコンやスマートフォンの
操作方法等がご不明な場合は、下記にお問い合わせください。
三井住友信託銀行　証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル
：0120－652－031（受付時間　午前９時～午後９時）

機関投資家の皆様へ
株式会社ICJが運営する議決権電子行使プラットフォームのご
利用を事前に申し込まれた場合には、当該プラットフォームに
より議決権をご行使いただけます。

インターネット等による議決権行使のご案内
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株主総会参考書類
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議案及び参考事項

議 案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件
田中孝和氏は2023年２月28日付で辞任により取締役（監査等委員である取締役を除く。）を退任し、他４名

の取締役（監査等委員である取締役を除く。）は本総会終結の時をもって任期満了となりますので、新任候補者
を含む取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名の選任をお願いしたいと存じます。
取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者は、次のとおりであります。

候補者番号 氏名 現在の当社における地位及び担当 出席回数／取締役会

１ 再任
ご と う ひ と し

後藤 仁史 代表取締役会長 14回／14回
（100％）

２ 再任
か わ い じゅん

川井 潤
代表取締役社長
食の安全安心推進室、内部統制システム推進
室、グループ監査室、サステナビリティ推進
室及び社長室管掌

14回／14回
（100％）

３ 再任
しまむら あきら

島村 彰
常務取締役
マーケティング部、DX推進室、情報システ
ム推進室、商品部、店舗開発部及び店舗設計
管理部管掌

14回／14回
（100％）

４ 再任
おおうち げ ん た

大内 源太 取締役
CFO 兼 経理部、経営企画部及びIR部管掌

14回／14回
（100％）

５ 新任
お お の ひ と し

大野 仁之
執行役員
グループ事業会社統括部、海外事業部及び北
米事業投資推進部管掌

- 回／ - 回
（-％）

（注）１．取締役候補者の後藤仁史氏が代表取締役を兼職する株式会社後藤国際商業研究所は、当社の議決権を41.26％保有する大株
主であります。

２．その他の取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はございません。
３．当社は、保険会社との間で、取締役を被保険者として、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締

結しており、これにより、被保険者が業務に起因して損害賠償責任を負った場合における損害を補填することとしており
ます。各候補者の再任または選任が承認可決された場合は、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、
当該保険契約の保険料は当社が全額負担しております。次回更新時には同内容での更新を予定しております。
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候補者番号

１
ご と う ひ と し

後藤 仁史 （1957年７月５日生）

再任

所有する当社の株式数

-株
取締役会への出席状況

14回/14回(100％)

■ 略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）

1980年４月 旭化成ホームズ株式会社入社
1982年９月 株式会社徳壽入社、専務取締役に就任
1997年４月 当社の前身である株式会社ヨコス

カ・ブルーイング・カンパニーを
設立、代表取締役社長に就任

2001年５月 株式会社徳壽（旧徳壽クリエイテ
ィブサービス株式会社）代表取締
役に就任

2003年７月 当社代表取締役会長に就任（現任）
2008年８月 株式会社後藤国際商業研究所代表

取締役に就任（現任）

● 取締役候補者とした理由
後藤仁史氏は、創業当初より当社の経営に携わり、2003年より当社代表取締役会長として、当社グル
ープの企業価値の向上に向けて強いリーダーシップを発揮しております。経営者としての豊富な経験と
幅広い見識を有していることから、当社グループの企業価値向上と持続的な成長のために適切な人財と
判断し、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。
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候補者番号

２
か わ い じゅん

川井 潤 （1963年10月７日生）

再任

所有する当社の株式数

2,430,000株
取締役会への出席状況

14回/14回(100％)

■ 略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）
1987年４月 株式会社日本興業銀行（現株式会

社みずほ銀行）入行
2003年８月 当社入社、取締役管理本部長に就任
2004年６月 当社常務取締役管理本部長に就任
2006年５月 当社専務取締役管理グループ担当

に就任
2010年10月 当社専務取締役管理本部及び海外

営業本部担当に就任
2013年５月 ＳＦＰダイニング株式会社（現Ｓ

ＦＰホールディングス株式会社）
取締役に就任

2016年１月 当社専務取締役人事総務本部管掌
兼 管理本部長に就任

2019年５月 create restaurants asia Pte.
Ltd. Director（CEO）に就任

同 香港創造餐飲管理有限公司董事長
に就任

2019年５月 Create Restaurants NY Inc. CEO
に就任

2019年６月 当社専務取締役IR管掌 兼 海外事
業本部長に就任

2019年９月 Il Fornaio (America) LLC Director
に就任

2020年９月 当社専務取締役海外事業部及び財
務企画部管掌に就任

2021年５月 当社代表取締役社長に就任（現任）
同 食の安全安心推進室、内部統制シ

ステム推進室及びグループ監査室
管掌に就任

2021年11月 食の安全安心推進室、内部統制シ
ステム推進室、グループ監査室、
サステナビリティ推進室及び社長
室管掌に就任（現任）

● 取締役候補者とした理由
川井潤氏は、金融機関で培った豊富な経験をもとに、2003年より当社取締役として経営に携わり、こ
れまで管理本部部門長、人事総務本部、海外事業部及び財務企画部の管掌を経て、2021年より当社代
表取締役社長として、当社グループの企業価値向上に向けて強いリーダーシップを発揮しております。
豊富な経験と企業経営に関する幅広い知見を有していることから、当社グループの企業価値向上と持続
的な成長のために適切な人財と判断し、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。
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候補者番号

３
し ま む ら あきら

島村 彰 （1969年11月６日生）

再任

所有する当社の株式数

150,000株
取締役会への出席状況

14回/14回(100％)

■ 略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）
1993年４月 伊藤忠商事株式会社入社
2007年７月 株式会社サンマルクホールディン

グス入社
2011年４月 同社常務取締役開発本部長に就任
2012年５月 当社入社、顧問に就任

同 当社取締役に就任
2015年８月 株式会社アールシー・ジャパン

（現株式会社クリエイト・ダイニン
グ）代表取締役社長に就任

2019年５月 株式会社クリエイト・レストラン
ツ取締役に就任（現任）

同 株式会社ＹＵＮＡＲＩ取締役に就
任（現任）

同 株式会社グルメブランズカンパニ
ー取締役に就任（現任）

同 株式会社クリエイト・ダイニング
取締役に就任（現任）

同 株式会社ルートナインジー取締役
に就任

同 株式会社遊鶴取締役に就任（現任）
同 ＳＦＰホールディングス株式会社

取締役に就任

2019年５月 株式会社ＫＲホールディングス
（現株式会社ＫＲフードサービス）
取締役に就任（現任）

2019年６月 当社取締役グループ事業戦略本部
長に就任

2019年10月 株式会社いっちょう取締役に就任
（現任）

2020年９月 株式会社ＬＧ＆ＥＷ取締役に就任
（現任）

同 当社取締役グループ事業会社統括
部、マーケティング部、グループ
営業推進部及び情報システム推進
室管掌に就任

2021年５月 当社常務取締役に就任
2021年９月 株式会社ＣＭＤ取締役に就任（現

任）
2022年３月 当社常務取締役マーケティング部、

DX推進室、情報システム推進室、
商品部、店舗開発部及び店舗設計
管理部管掌に就任（現任）

● 取締役候補者とした理由
島村彰氏は、2012年より当社取締役として経営に携わっており、開発本部、商品部及びグループ事業
戦略本部の部門長を歴任し、現在は、マーケティング部、DX推進室、情報システム推進室、商品部、
店舗開発部及び店舗設計管理部を管掌しております。飲食業界における豊富な経験と企業経営に関する
幅広い知見を有していることから、当社グループの企業価値向上と持続的な成長のために適切な人財と
判断し、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。
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候補者番号

４
お お う ち げ ん た

大内 源太 （1973年６月20日生）

再任

所有する当社の株式数

300株
取締役会への出席状況

14回/14回(100％)

■ 略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）
1996年４月 三菱商事株式会社入社
2009年９月 絆ファクトリー株式会社代表取締

役社長に就任
2015年10月 当社入社、経営企画部統括マネー

ジャーに就任
2017年３月 当社管理本部長に就任
2018年６月 当社執行役員管理本部長に就任
2019年５月 株式会社ＫＲホールディングス

（現株式会社ＫＲフードサービス）
取締役に就任（現任）

2019年６月 当社執行役員CFO管理本部長に就
任

2020年９月 株式会社クリエイティブ・サービ
ス代表取締役社長に就任（現任）

2021年５月 当社取締役CFO経理部管掌に就任
2023年３月 当社取締役CFO経理部、経営企画

部及びIR部管掌に就任（現任）

● 取締役候補者とした理由
大内源太氏は、2018年より当社執行役員として経営に携わっており、2019年よりCFOに就任し、
2021年より取締役を務めております。これまで経理部及び管理本部の部門長を歴任し、現在は、経理
部、経営企画部及びIR部を管掌しております。豊富な経験と企業経営に関する幅広い知見を有している
ことから、当社グループの企業価値向上と持続的な成長のために適切な人財と判断し、引き続き取締役
として選任をお願いするものであります。
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候補者番号

５
お お の ひ と し

大野 仁之 （1974年７月18日生）

新任

所有する当社の株式数

300株
取締役会への出席状況

- 回/ - 回( - ％ )

■ 略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）
1998年４月 三菱商事株式会社入社
2006年10月 同社より株式会社クリエイト・レ

ストランツ（現株式会社クリエイ
ト・レストランツ・ホールディン
グス）に出向、経営企画チームサ
ブチームリーダーに就任

2007年７月 株式会社クリエイト吉祥非常勤取
締役に就任

2009年５月 株式会社クリエイト・レストラン
ツ（現株式会社クリエイト・レス
トランツ・ホールディングス）非
常勤監査役に就任

2010年９月 大連亜恵快餐有限公司（現亜恵美
食有限公司）に出向、董事副総経
理に就任

2014年９月 羅森（中国）投資有限公司に出向、
副総裁に就任

2016年４月 株式会社ローソンに出向、海外事
業本部部長 兼 経営戦略本部部長
に就任

2019年11月 当社入社、グループ事業会社統括
部長に就任

2021年５月 Create Restaurants NY Inc.
Director（CEO）に就任（現任）

2021年６月 当社執行役員海外事業部及び北米
事業投資推進部管掌 兼 グループ
事業会社統括部長に就任

2021年12月 香港創造餐飲管理有限公司董事に
就任（現任）

2022年１月 create restaurants asia Pte.
Ltd. Director（CEO）に就任（現
任）

2022年５月 Il Fornaio (America) LLC
Managerに就任（現任）

2022年10月 当社執行役員グループ事業会社統
括部、海外事業部及び北米事業投
資推進部管掌に就任（現任）

● 取締役候補者とした理由
大野仁之氏は、2021年より当社執行役員として経営に携わっており、現在は、海外事業部、北米事業
投資推進部及びグループ事業会社統括部を管掌しております。業界における豊富な経験と企業経営に関
する幅広い知見を有していることから、当社グループの企業価値向上と持続的な成長のために適切な人
財と判断し、取締役として選任をお願いするものであります。
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当社取締役候補者のスキル・マトリックス表
議案が原案どおり承認可決された場合の取締役の主なスキルと専門性は次のとおりであります。

氏名 役職
主なスキル・専門性

企業経営 マーケティング・
店舗開発 財務・会計 法務・

コンプライアンス グローバル

後藤 仁史 代表取締役会長 ● ● ●

川井 潤 代表取締役社長 ● ● ● ●

島村 彰 常務取締役 ● ● ●

大内 源太 取締役 ● ●

大野 仁之 取締役 ● ● ●

森本 裕文 取締役（監査等委員） ● ●

松岡 一臣 社外取締役（監査等委員） ● ● ●

大塚 美幸 社外取締役（監査等委員） ● ● ●

片山 典之 社外取締役（監査等委員） ● ● ●

（注） 上記は特に専門性を発揮できる分野及び経験を示したものであり、対象者が有する全てのスキル・専門性を表すものではあり
ません。

以 上
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１ 当社グループの現況

（１）当連結会計年度の事業の状況
❶ 事業の経過及び成果

当連結会計年度におけるわが国経済は、2022年３月にまん延防止等重点措置が全面解除され、行動制限が
緩和されたことに加え、全国旅行支援や水際対策の大幅緩和によるインバウンド再開等の各種政策の効果もあ
り、経済活動は緩やかな持ち直しの動きがみられる状況となりました。一方で、世界的な資源価格の高騰や国
際情勢の緊迫、高い水準で推移する円安の影響等もあり、依然として先行き不透明な状況が続いております。
外食産業におきましては、経済活動の緩やかな持ち直しに伴い、需要回復の兆しがみられるものの、原材料

価格の高騰、人件費や光熱費の上昇等の影響を受け、厳しい経営局面が続いております。また、リモートワー
クの浸透やデジタル化の加速等により、お客様のライフスタイルは変化し、その生活様式が定着しつつあり、
環境の変化に合わせた柔軟な対応が求められております。
こうした中、当社グループにおきましては、行動制限の緩和とともに、営業時間短縮要請に伴う協力金収入

が縮減されたこともあり、コロナ禍における変化対応で培った筋肉質なコスト構造を引き続き維持強化してお
ります。具体的には、原材料価格の高騰に対して、付加価値の高いメニューへの差し替えとセットで販売価格
への転嫁を進めるとともに、食材の共通化や物流の見直し、取引先の集約を図ったほか、人件費の上昇に対し
ては、徹底したシフト管理や適正な人員配置の実施、採用コストの圧縮を図りました。また、光熱費の上昇に
対しては、節電・節ガス及び調達先の柔軟な見直しを行い、家賃に対しては引き続き減免交渉を行う等、徹底
的なコストの削減努力を継続しております。さらに、店舗設計・修繕業務の集約及び一部内製化や、事業会社
間のコミュニケーション活性化、ノウハウ共有に資する経営人財のグループ横断的な人事異動を行う等、グル
ープ連邦経営の更なる推進を図ったほか、DX（デジタルトランスフォーメーション）の一環として、モバイ
ルオーダーの拡充や配膳ロボットの活用、バックオフィス業務の効率化・高度化等に取り組んでおります。
出店に関しては、当社グループの強みである変化対応力を最大限に発揮し、コントラクト事業やSA・PA事

業を中心とした投資効率の高い店舗や、SDGsを意識し環境に配慮した店舗の出店、より付加価値の高いサー
ビス提供を目的とした業態変更のほか、シナジーを活かしたグループ内フランチャイズの推進、運営効率の改
善を狙ったグループ内業態変更及び移管等を行いました。その結果、グループ全体では25店舗の新規出店、
22店舗の業態変更、不採算店舗を中心とする63店舗の退店を実施した一方、アフターコロナを見据えたポー
トフォリオの見直しに資するM&Aを通じて、株式会社サンジェルマンの78店舗及び株式会社北海道サンジェ
ルマンの68店舗を連結の対象に加えたことにより、当連結会計年度末における業務受託店舗等を含む連結店舗
数は1,145店舗となりました。
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以上の結果、当連結会計年度における売上収益は118,240百万円（前連結会計年度比51.0％増）、営業利益
は5,083百万円（前連結会計年度比33.4％減）、税引前当期利益は4,565百万円（前連結会計年度比36.0％
減）、当期利益は3,878百万円（前連結会計年度比41.8％減）、親会社の所有者に帰属する当期利益は3,385百
万円（前連結会計年度比42.8％減）となりました。また、調整後EBITDAは23,664百万円（前連結会計年度
比12.6％減）、調整後EBITDAマージンは20.0％（前連結会計年度は34.6％）、調整後親会社所有者帰属持分
比率（調整後自己資本比率）は31.0％（前連結会計年度は28.0％）となりました（注）。

（注）当社グループの業績の有用な指標として、調整後EBITDA、調整後EBITDAマージン及び調整後親会社所
有者帰属持分比率（調整後自己資本比率）を用いております。
調整後EBITDA、調整後EBITDAマージン及び調整後親会社所有者帰属持分比率（調整後自己資本比率）

の算出方法は以下のとおりです。
・調整後EBITDA ＝ 営業利益 ＋ その他の営業費用 － その他の営業収益（協賛金収入、雇用調整助成金、
協力金及び賃料減免分等を除く） ＋ 減価償却費 ＋ 非経常的費用項目（株式取得に関するアドバイザリ
ー費用等）

・調整後EBITDAマージン＝調整後EBITDA ÷ 売上収益 × 100
・調整後親会社所有者帰属持分比率（調整後自己資本比率）：親会社所有者帰属持分比率（自己資本比率）
からIFRS第16号の影響を除外した比率
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報告セグメントにつきましては、当社は飲食事業以外の報告セグメントがないため、記載を省略しておりま
す。なお、飲食事業における主要カテゴリー毎の状況は以下のとおりです。

CRカテゴリー SFPカテゴリー
当連結会計年度におきましては、株式会社クリエイ

ト・レストランツが「しゃぶ菜」、「デザート王国」
を、 株 式 会 社 ク リ エ イ ト ・ ダ イ ニ ン グ が
「EVERYONEs CAFE」を出店したことに加え、株式
会社クリエイト・レストランツがゴルフ場内レストラ
ン等４店舗を業務受託したことにより、７店舗の新規
出店、39店舗の退店を実施いたしました。
以上の結果、当カテゴリーの当連結会計年度の売上

収益は40,022百万円となり、連結店舗数は502店舗
となっております。

当連結会計年度におきましては、都市部に海の幸・
ごはん処「磯丸水産食堂」を、地方中核都市に海鮮居
酒屋「磯丸水産」、町鮨「とろたく」を出店したこと
により、５店舗の新規出店、10店舗の退店を実施いた
しました。
以上の結果、当カテゴリーの当連結会計年度の売上

収益は22,913百万円、連結店舗数は208店舗となっ
ております。

専門ブランドカテゴリー 海外カテゴリー
当連結会計年度におきましては、株式会社ＫＲフー

ドサービスが「あずさ珈琲」等を出店したことに加
え、７店舗を業務受託したことにより、９店舗の新規
出店、９店舗の退店を実施したほか、M&Aを通じて
株式会社サンジェルマンの78店舗及び株式会社北海道
サンジェルマンの68店舗の合計146店舗が増加してお
ります。
以上の結果、当カテゴリーの当連結会計年度の売上

収益は38,398百万円、連結店舗数は381店舗となっ
ております。

当連結会計年度におきましては、香港にて
「ENZO」を、米国にて「OSTERIA del Fornaio」
を、タイにて「かごの屋」を出店したことにより、４
店舗の新規出店、５店舖の退店を実施いたしました。
以上の結果、当カテゴリーの当連結会計年度の売上

収益は18,506百万円、連結店舗数は54店舗となって
おります。
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❷ 設備投資の状況
当連結会計年度中において実施いたしました設備投資の総額は2,158百万円（差入保証金を含む。）で、そ

の主なものは店舗設備投資によるものであります。

❸ 資金調達の状況
当連結会計年度において、次のとおり資金調達いたしました。
・長期借入金として2,600百万円を調達いたしました。

❹ 事業の譲渡、吸収分割または新設分割の状況
該当事項はありません。

❺ 他の会社の事業の譲受けの状況
該当事項はありません。

❻ 吸収合併または吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況
該当事項はありません。

❼ 他の会社（外国会社を含む。）の株式その他の持分または新株予約権等の取得または処分の状況
当社は、2022年12月１日付で、株式会社サンジェルマンの全株式を取得いたしました。これに基づき、株

式会社北海道サンジェルマンを子会社にもつ株式会社サンジェルマンが当社の連結子会社となりました。
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（２）財産及び損益の状況

区 分
第 23 期

(2020年２月期)
第 24 期

(2021年２月期)
第 25 期

(2022年２月期)

第 26 期
(2023年２月期)
(当連結会計年度)

売 上 収 益（百万円） 139,328 74,425 78,324 118,240

親会社の所有者に帰属する当期利益
または親会社の所有者に帰属する当期損失(△)（百万円） 1,205 △13,874 5,919 3,385

基本的１株当たり当期利益
または基本的１株当たり当期損失(△) 6円45銭 △74円28銭 30円58銭 16円11銭

資 産 合 計（百万円） 150,317 161,966 133,605 133,555

資 本 合 計（百万円） 24,115 23,264 30,730 34,443

１株当たり親会社所有者帰属持分 86円82銭 91円30銭 113円19銭 129円64銭

（注）１．当社グループは国際財務報告基準（IFRS）を適用しております。
２．基本的１株当たり当期利益または基本的１株当たり当期損失(△)は、期中平均発行済株式総数に基づき算出しております。
３．2020年３月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。このため、各連結会計年度の期首に当

該株式分割が行われたと仮定し、基本的１株当たり当期利益または基本的１株当たり当期損失(△)及び１株当たり親会社所
有者帰属持分を算定しております。

４．第24期において企業結合に係る暫定的な会計処理の確定を行っており、第23期の関連する数値について、暫定的な会計処
理の確定の内容を反映しております。
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（３）対処すべき課題
（特に優先度の高い対処すべき事業上及び財務上の課題）
❶ 新型コロナウイルス感染症への対応

2022年３月にまん延防止等重点措置が全面解除された後も、所謂コロナ第７波、第８波と感染動向に左
右される事業環境ではあるものの、行動制限が緩和されたことに加え、全国旅行支援や水際対策の大幅緩和
によるインバウンド再開等の各種政策の効果もあり、経済活動は緩やかな持ち直しの動きがみられる状況と
なりました。
かかる状況下、当社グループは、外食産業全体に対し、お客様のニーズが完全には元に戻らないことを前

提に、アフターコロナを見据えたポートフォリオの見直しを行い、新規出店、業態変更、新業態の開発等を
行ってまいります。また、引き続きコスト削減の徹底を図るとともに、筋肉質な経営体質を維持強化してい
くこと等により、収益力を強化してまいります。

❷ 「食の安全・安心」への取り組み
お客様に「安全」なメニューをご提供し、「安心」して召し上がっていただけるようにすることは、外食

企業にとって最重要事項であると認識しております。当社グループは、「食の安全・安心」に対する全役職
員の意識浸透及びレベルアップに全力で取り組んでまいります。
具体的には、お客様の目線から見た「食の安全・安心」に関するモラルについて、従業員に対するメッセ

ージを繰り返し発信するとともに、経営理念の中核にあるのが「お客様からの信頼」であることを広く浸透
させる取り組みを実施しております。また、「食の安全安心推進室」を中心に、料理や食材の取り扱いに関
するマニュアルを随時見直し、これに基づく従業員教育の徹底、店舗オペレーションの強化に努めておりま
す。さらに、店舗と本社の情報共有につきましても、社内及びグループ間の報告・連絡体制を迅速化するこ
とに加え、店舗内のコミュニケーション及びチームワークの強化に取り組んでおります。

❸ 多様な人財活躍促進、人財育成の強化
外食企業である当社グループにおいて、人財を確保しその活躍を促進することは、大変重要な課題となっ

ております。当社グループは、人財に関する基本方針を定めており、人財こそが「持続的な成長を創出する
極めて重要な源泉」であると認識し、人財を確保し成長させるため、重点項目に沿った取り組みや投資を積
極的に行い、多様な従業員が安心して活き活きと仕事ができる働きやすい環境を整えてまいります。
また、当社グループは、現在、国内外の複数のグループ事業会社で構成されており、店舗の運営人財やグ

ループ事業会社経営人財に加え、M&A、マーケティング、システム、経理・財務等、高い専門性を持ち、
様々な課題に対処し、進化させ、経営することができる人財の育成強化が必須と認識しております。
そのため、人財の育成に関しましては、「スピード、クリエイティブ、チャレンジ」という当社グループ

の経営理念を牽引することを期待される幹部人財の育成強化を計画的に実施できるよう、教育・研修システ
ムの整備を進めてまいります。
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❹ DX（デジタルトランスフォーメーション）推進による業務効率化・顧客満足度の向上
当社グループは、一部店舗においてお客様をお待たせすることによる機会損失を減少させるべく、タブレ

ット端末やモバイルオーダー等の導入及び拡充を行い、待ち時間の短縮等を通じてお客様の満足度向上を図
っております。加えて、店舗運営における省人化を進展させ、お客様サービスに向ける時間を最大化するべ
く、人工知能（AI）や配膳ロボットを始めとする機械等を取り入れており、引き続き業務の効率化・高度化
を進めてまいります。
また、本社におきましても、DXを推進することで業務プロセスを高度化し、一層の経営の効率化を図る

とともに、各種リスクの低減に取り組んでまいります。

（その他の優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題）
❶ お客様から支持される商品及び業態開発の推進

お客様の食に対するニーズは、近年のスマートフォンやSNS等の普及による情報収集力の向上やライフス
タイルの変化等により多様化が進んでおり、加えてニーズの変化のスピードも速まっている中、業態（ブラ
ンド）及び立地の陳腐化も早まる傾向にあります。また、テイクアウトやデリバリー需要が一定程度定着し
ており、環境の変化に合わせた柔軟な対応が求められております。
当社グループでは、このようなニーズの変化に機敏に対応していくために、お客様ニーズを汲み取った業

態への転換や、テイクアウトやデリバリーへの対応に取り組んでおります。今後もお客様のニーズに的確か
つスピーディーに対応するため、マーチャンダイジングの強化を図るとともに、立地特性や顧客属性に応じ
た業態開発を推進してまいります。

❷ 競争力強化に向けた各グループ事業会社の育成
当社は、各事業会社の独自性を尊重しながらグループとしての成長を目指す『グループ連邦経営』を推進

しており、各グループ事業会社の競争力の強化は当社グループの持続的な経営にとって重要であり、各社の
競争状況、役割、ステージに応じた効果的な経営指導及び機動的かつ最適な経営資源の配分を行っていくこ
とが必要であると認識しております。そのために、当社が各社の経営状態を的確に把握できる管理体制の強
化に努めるとともに、複数の専門的かつ特徴的な企業文化、戦略を持つ各社の経営陣が、グループ内にてそ
れぞれのノウハウや情報交換等を密に行い、個々の経営力を拡充することができ、加えて、各グループ事業
会社が成長に向け、迅速かつ最適な意思決定が可能となる組織体制及び環境を整えてまいります。また、各
グループ事業会社の内部統制に係る体制につきましてもより一層の整備に努めることで、企業体質の強化を
図ってまいります。

❸ 本社機能の更なる強化
『グループ連邦経営』における当社の役割として、グループ全体の経営戦略を策定、実行することのほか

に、各グループ事業会社が持続的な経営戦略の実行に集中できる環境（プラットフォーム）を提供すること
も必要であると認識しております。具体的には、各社の間接部門業務の集約化、標準化による効率性の向上
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と多様な立地・業態に対する開発機能の強化、原材料・設備等の集約化によるコスト面でのシナジーの最大
化、食の安全・安心やコンプライアンスに関連する情報の提供等において一層の強化に取り組み、各社の収
益性の最大化に資する支援体制強化に努めるとともに、グループガバナンスの更なる強化に取り組んでまい
ります。

❹ グローバル展開
現在、当社グループは直営にてアジア２か国、北米１か国に拠点を有しておりますが、継続的な海外への

展開は重要な課題の一つととらえております。それぞれの拠点が自律的に経営を行うこと、M&A及び出店
により、ポートフォリオを多様化すること、経営を支えるグローバルな人財ネットワークを獲得すること等
を通じて、グローバル市場において、基盤を固め『グローバル連邦経営』を目指してまいります。

❺ サステナビリティへの取り組み
当社グループは、食の様々なシーンを通じてステークホルダーに対し「豊かさ」を提供し続けることで、

持続可能な社会の実現に貢献し、長期的なグループ企業価値向上を目指しております。食に携わる企業とし
て、従来から食の安全・安心、生産地との連携、食品ロスの削減等、様々な活動を行っており、持続可能な
社会の実現に取り組むための体制を強化すべく、2021年11月に、「サステナビリティ委員会」及び「サス
テナビリティ推進室」を設置いたしました。また、当社が優先して取り組む課題として、「ステークホルダ
ーにとっての重要性」と「当社事業にとっての重要性」の双方が高いと考えられる５項目をマテリアリティ
（重要課題）として選定しており、その土台となる「コーポレートガバナンスの強化」とともに、関連する
各部署がグループ事業会社と連携しながら具体的に取り組んでまいります。マテリアリティの詳細は、ホー
ムページに開示しております。

https://www.createrestaurants.com/sustainability/material/

また、当社グループは、気候変動に関するリスク低減に貢献するため、スコープ１及びスコープ２におけ
る原単位（売上高百万円）当たりのCO2排出量について、2030年までに2013年対比50％削減を目標に掲
げ、取り組んでまいります。気候変動への対応の詳細は、ホームページに開示しております。

https://www.createrestaurants.com/sustainability/climate-change/

その他、当社グループのESGへの各種取り組みは、ホームページに開示しております。

https://www.createrestaurants.com/sustainability/
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（４）重要な親会社及び子会社の状況
❶ 親会社の状況

該当事項はありません。

❷ 重要な子会社の状況（2023年２月28日現在）

会社名 資本金 当社の議決権比率 主要な事業内容

株式会社クリエイト・レストランツ ９百万円 100.00％ 飲食事業
株式会社ＬＧ＆ＥＷ １百万円 100.00％ 飲食事業
ＳＦＰホールディングス株式会社 49百万円 63.73％ 統括事業
ＳＦＰダイニング株式会社 ９百万円 ＊100.00％ 飲食事業
株式会社ＹＵＮＡＲＩ ３百万円 100.00％ 飲食事業
株式会社グルメブランズカンパニー 10百万円 100.00％ 飲食事業
株式会社ＫＲフードサービス ７百万円 99.86％ 飲食事業
株式会社クリエイト・ダイニング ９百万円 100.00％ 飲食事業
株式会社ルートナインジー ３百万円 100.00％ 飲食事業
株式会社遊鶴 10百万円 100.00％ 飲食事業
株式会社ジョー・スマイル 45百万円 ＊100.00％ 飲食事業
株式会社クルークダイニング 10百万円 ＊100.00％ 飲食事業
株式会社いっちょう ９百万円 100.00％ 飲食事業
株式会社クリエイティブ・サービス １百万円 ＊100.00％ 事務処理事業
株式会社ＣＭＤ １百万円 ＊100.00％ 購買企画事業
株式会社サンジェルマン 50百万円 100.00％ 飲食事業
株式会社北海道サンジェルマン 30百万円 ＊100.00％ 飲食事業
create restaurants asia Pte. Ltd. 9百万SGP$ 100.00％ 飲食事業
香港創造餐飲管理有限公司 20百万HK$ 100.00％ 飲食事業
Create Restaurants NY Inc. １US$ 100.00％ 飲食事業
Il Fornaio (America) LLC 357US$ 100.00％ 飲食事業
（注） １．上記の議決権比率は子会社が保有する議決権との合計となっております。

２．＊印は子会社の保有する議決権を合計した比率となっております。
３．株式会社ＫＲフードサービスは、2022年９月１日付で、連結子会社である株式会社ＫＲホールディングスを存続会社と

する吸収合併により消滅しているほか、存続会社である株式会社ＫＲホールディングスは、株式会社ＫＲフードサービ
スへ商号変更しております。

４．株式会社クリエイト・スポーツ＆レジャーは、2022年９月１日付で、連結子会社である株式会社クリエイト・レストラ
ンツを存続会社とする吸収合併により消滅いたしました。

５．当社は、2022年12月１日付で、株式会社サンジェルマンの全株式を取得いたしました。これに基づき、株式会社北海道
サンジェルマンを子会社にもつ株式会社サンジェルマンが当社の連結子会社となりました。
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❸ 事業年度末日における特定完全子会社の状況
該当事項はありません。

（５）主要な事業所及び店舗（2023年２月28日現在）

❶ 当社

本 社 東京都品川区東五反田五丁目10番18号

❷ 子会社

株式会社クリエイト・レストランツ 本社：東京都品川区
店舗：433店舗

株式会社ＬＧ＆ＥＷ 本社：東京都品川区
店舗：22店舗

ＳＦＰホールディングス株式会社 本社：東京都世田谷区

ＳＦＰダイニング株式会社 本社：東京都世田谷区
店舗：181店舗

株式会社ＹＵＮＡＲＩ 本社：東京都品川区
店舗：22店舗

株式会社グルメブランズカンパニー 本社：東京都品川区
店舗：９店舗

株式会社ＫＲフードサービス 本社：大阪府大阪市
店舗：141店舗

株式会社クリエイト・ダイニング 本社：東京都品川区
店舗：69店舗

株式会社ルートナインジー 本社：東京都品川区
店舗：３店舗

株式会社遊鶴 本社：北海道札幌市
店舗：10店舗

株式会社ジョー・スマイル 本社：熊本県熊本市
店舗：13店舗

株式会社クルークダイニング 本社：長野県安曇野市
店舗：14店舗

株式会社いっちょう 本社：群馬県太田市
店舗：46店舗

株式会社クリエイティブ・サービス 本社：神奈川県川崎市

株式会社ＣＭＤ 本社：神奈川県川崎市

株式会社サンジェルマン 本社：神奈川県横浜市
店舗：75店舗

株式会社北海道サンジェルマン 本社：北海道札幌市
店舗：68店舗
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create restaurants asia Pte. Ltd. 本社：シンガポール共和国
店舗：11店舗

香港創造餐飲管理有限公司 本社：中華人民共和国香港特別行政区
店舗：６店舗

Create Restaurants NY Inc. 本社：米国ニューヨーク州
店舗：３店舗

Il Fornaio (America) LLC 本社：米国カリフォルニア州
店舗：19店舗

※店舗欄には、2023年２月28日時点の業務受託店舗数及びFC店舗数を含めた総店舗数を記載しております。

（６）従業員の状況（2023年２月28日現在）

❶ 当社グループの従業員の状況

従業員数 前連結会計年度末比増減

4,034名 339名増

（注） 上表従業員のほか、8,149名の臨時従業員（１人当たり１日８時間換算）がおります。
なお、臨時従業員には、パートタイマー及び嘱託契約の従業員を含み、派遣社員は含んでおりません。

❷ 当社の従業員の状況

従業員数 前事業年度末比増減 平均年齢 平均勤続年数

85名 ２名増 45.8歳 9.9年

（注） 上表従業員のほか、３名の臨時従業員（１人当たり１日８時間換算）がおります。
なお、臨時従業員には、パートタイマー及び嘱託契約の従業員を含み、派遣社員は含んでおりません。
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（７）主要な借入先の状況（2023年２月28日現在）

借 入 先 借 入 額

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 12,687百万円

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 8,022百万円

株 式 会 社 日 本 政 策 投 資 銀 行 4,828百万円

株 式 会 社 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 4,516百万円

農 林 中 央 金 庫 1,185百万円

三 井 住 友 信 託 銀 行 株 式 会 社 1,056百万円

株 式 会 社 り そ な 銀 行 1,026百万円

（８）その他企業集団の現況に関する重要な事項
該当事項はありません。
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２ 株式の状況 （2023年２月28日現在）

（１）発行可能株式総数 381,600,000株
（２）発行済株式の総数 212,147,733株（自己株式666,551株を除く。）
（３）株主数 181,261名
（４）大株主（上位10名）

株 主 名 所 有 株 式 数 持 株 比 率

株 式 会 社 後 藤 国 際 商 業 研 究 所 87,526,000株 41.26％

日 本 マ ス タ ー ト ラ ス ト 信 託 銀 行 株 式 会 社 （信 託 口） 13,470,000株 6.35％

株 式 会 社 ユ リ ッ サ 4,255,200株 2.01％

株 式 会 社 日 本 カ ス ト デ ィ 銀 行 （信 託 口） 3,495,500株 1.65％

岡 本 晴 彦 2,884,500株 1.36％

川 井 潤 2,430,000株 1.15％

岡 本 梨 紗 子 1,322,000株 0.62％

岡 本 侑 里 子 1,322,000株 0.62％

STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 1,048,700株 0.49％

田 中 孝 和 700,000株 0.33％

（注） １. 持株比率は、自己株式（666,551株）を控除して計算しております。なお、自己株式には、当社「従業員向け株式交付信
託型ESOP」の所有する当社株式を含めておりません。

２. 持株比率は、小数点以下第３位を四捨五入しております。

（５）その他の株式に関する重要な事項
該当事項はありません。

３ 新株予約権等の状況

該当事項はありません。
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４ 会社役員の状況

（１）取締役の状況（2023年２月28日現在）

会社における地位 氏名 担当及び重要な兼職の状況

代 表 取 締 役 会 長 後 藤 仁 史 株式会社後藤国際商業研究所代表取締役

代 表 取 締 役 社 長 川 井 潤 食の安全安心推進室、内部統制システム推進室、グループ監査室、サステナビ
リティ推進室及び社長室管掌

常 務 取 締 役 島 村 彰

マーケティング部、DX推進室、情報システム推進室、商品部、店舗開発部及び
店舗設計管理部管掌
株式会社クリエイト・レストランツ取締役
株式会社ＹＵＮＡＲＩ取締役
株式会社グルメブランズカンパニー取締役
株式会社クリエイト・ダイニング取締役
株式会社遊鶴取締役
株式会社ＫＲフードサービス取締役
株式会社いっちょう取締役
株式会社ＬＧ＆ＥＷ取締役
株式会社ＣＭＤ取締役

取 締 役 田 中 孝 和 人事部及び総務部管掌 兼 社長室長 兼 グループ営業推進部長

取 締 役 大 内 源 太
CFO 兼 経理部管掌
株式会社ＫＲフードサービス取締役
株式会社クリエイティブ・サービス代表取締役社長

取 締 役 （監 査 等 委 員） 森 本 裕 文 ＳＦＰホールディングス株式会社取締役（監査等委員）

取 締 役 （監 査 等 委 員） 松 岡 一 臣

公認会計士及び税理士
松岡一臣公認会計士・税理士事務所所長
DREAMプライベートリート投資法人社外監督役員
株式会社グッドスマイルカンパニー社外監査役
社会福祉法人多摩同胞会社外監事
株式会社ホビーストック社外監査役
AppBank株式会社社外取締役（監査等委員）

取 締 役 （監 査 等 委 員） 大 塚 美 幸 株式会社and代表取締役

取 締 役 （監 査 等 委 員） 片 山 典 之

シティユーワ法律事務所弁護士
ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社社外監査役
日産化学株式会社社外監査役
平和不動産リート投資法人社外監督役員
日本電解株式会社社外取締役（監査等委員）
株式会社リブセンス社外監査役
アイダエンジニアリング株式会社社外監査役

（注）１．松岡一臣氏、大塚美幸氏及び片山典之氏は、社外取締役であります。
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２．監査等委員会の監査・監督機能を強化するため、取締役（監査等委員を除く。）からの情報収集及び重要な社内会議におけ
る情報共有並びに内部監査部門と監査等委員会との十分な連携を可能とすべく、森本裕文氏を常勤の監査等委員として選
定しております。

３．当社は、松岡一臣氏、大塚美幸氏及び片山典之氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届
け出ております。

４．松岡一臣氏は、公認会計士及び税理士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、当社の監査体制強化に
活かしていただいております。

５．大塚美幸氏は、企業経営者としてマーケティング及びサステナブル事業に関する相当程度の知見を有しており、当社の監
査体制強化に活かしていただいております。

６．片山典之氏は、弁護士として法務及びコンプライアンスに関する相当程度の知見を有しており、当社の監査体制強化に活
かしていただいております。

７．大木丈史氏は、2022年５月27日開催の第25期定時株主総会終結の時をもって、任期満了により、取締役（監査等委員）
を退任いたしました。

８．田中孝和氏は、2023年２月28日付で、辞任により取締役を退任いたしました。

（２）責任限定契約の内容の概要
当社と各監査等委員である社外取締役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損

害賠償責任を限定する契約を締結しております。
当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、それぞれ会社法第425条第１項各号に定める金額の合計額とし

ております。

（３）役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、

被保険者が業務に起因して損害賠償責任を負った場合における損害を補填することとしております。
当役員等賠償責任保険契約の被保険者は、当社及び子会社（ＳＦＰホールディングス株式会社及びその子会

社を除く。）の取締役（監査等委員である取締役を含む。）、執行役員、管理職従業員であり、全ての被保険者
について、その保険料を全額当社が負担しております。ただし、法令違反の行為であることを認識して行った
行為に起因して生じた損害は補填されない等、一定の免責事由があります。

（４）取締役の報酬等に関する事項
❶ 取締役の報酬等の総額

区分 報酬等の総額
報酬等の種類別の総額 対象となる

役員の員数基本報酬 業績連動報酬等 非金銭報酬等

取締役（監査等委員を除く。） 170百万円 170百万円 －百万円 －百万円 ５名
（う ち 社 外 取 締 役） （－百万円） （－百万円） （－百万円） （－百万円） （－名）

取締役（監査等委員） 20百万円 20百万円 －百万円 －百万円 ５名
（う ち 社 外 取 締 役） （９百万円） （９百万円） （－百万円） （－百万円） （４名）
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（注）１．取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
２．取締役（監査等委員を除く。）の報酬限度額は、2022年５月27日開催の第25期定時株主総会において、年額300百万円以

内（ただし、使用人分給与は含まない。）と決議いただいております。当該株主総会決議時点の取締役（監査等委員を除
く。）は５名です。

３．上記２．の報酬限度額とは別枠で、2022年５月27日開催の第25期定時株主総会において、取締役（監査等委員を除く。）
に対し、譲渡制限付株式を取締役の報酬等として付与し、または譲渡制限付株式の付与のための金銭報酬債権を報酬等と
して支給すること、その発行または処分される当社の普通株式の総数は年間100,000株以内、報酬の総額は年額50百万円
以内と決議いただいております。当該株主総会決議時点の取締役（監査等委員を除く。）は５名です。

４．取締役（監査等委員）の報酬限度額は、2022年５月27日開催の第25期定時株主総会において、年額30百万円以内と決議
いただいております。当該株主総会決議時点の取締役（監査等委員）は４名です。

❷ 報酬等の決定方針に関する事項
当社は、2021年２月19日開催の取締役会決議によって、取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に

関する方針（以下「決定方針」という。）を定め、2022年５月27日開催の第25期定時株主総会において、取
締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬について決議いただい
たことに伴い、非金銭報酬に係る内容を決定方針に追記しております。

決定方針の概要は以下のとおりです。
(1) 取締役の報酬は、固定的な基本報酬と業績によって支給額が変動する業績連動報酬により構成された金

銭報酬及び非金銭報酬である株式報酬とする。
(2) 金銭報酬の基本報酬部分については、役職毎の役割の大きさや責任の範囲を勘案して決定する。
(3) 金銭報酬の業績連動報酬部分については、各取締役の各事業年度の業績目標として、調整後EBITDA

（IFRS第16号適用の影響を除く。）及び取締役毎に定める職務を勘案して定める定量目標の達成度合いに
応じて、超過の場合は基本報酬のプラス10％までの範囲で、未達成の場合は基本報酬のマイナス10％の
範囲で決定する。

(4) 取締役報酬のうち金銭報酬は毎月付与するものとする。
(5) 非金銭報酬は取締役会が定めた一定期間後に譲渡制限を解除する譲渡制限付株式とし、企業価値の持続

的な向上を図るインセンティブの付与等を目的に取締役就任後原則１回付与する（ただし社外取締役を
除く。）。付与する譲渡制限付株式の額は、原則として取締役就任後１回のみ付与することを踏まえて、
各取締役の役割の大きさや責任の範囲等を勘案して、金銭報酬とは別に決定する。

(6) 取締役の個人別の報酬等の内容に関する決定は、本方針の範囲内で代表取締役社長に一括して委任する。
なお、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定

された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることや、報酬等の内容の決定に当たっては、代表取締役及
び社外取締役により構成される任意の指名・報酬委員会において各取締役の役割・責任及び当社グループ全体
の戦略策定と統制への貢献度等の評価をまとめた答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に
沿うものであると判断しております。
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❸ 個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
当社は、決定方針に従い、取締役会の決議に基づき、代表取締役社長川井潤（食の安全安心推進室、内部統

制システム推進室、グループ監査室、サステナビリティ推進室及び社長室管掌）に取締役の年額報酬の役位
別、個人別の配分の具体的内容の決定を委任しております。委任の理由は、会社全体の業績等を勘案しつつ各
取締役の業績成果を判断するには、代表取締役社長が適していると判断したためであります。
なお、代表取締役社長川井潤は、任意の指名・報酬委員会より取締役の個人別の報酬等に関する答申を得て

おり、当該答申内容を踏まえて取締役の個人別の報酬等を決定しております。

（５）社外役員に関する事項
❶ 他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係
・取締役（監査等委員）松岡一臣氏は、松岡一臣公認会計士・税理士事務所所長、DREAMプライベートリー
ト投資法人社外監督役員、株式会社グッドスマイルカンパニー社外監査役、社会福祉法人多摩同胞会社外監
事、株式会社ホビーストック社外監査役、AppBank株式会社社外取締役（監査等委員）を兼任しておりま
す。当社と兼職先との間に開示すべき取引関係はありません。

・取締役（監査等委員）大塚美幸氏は、株式会社and代表取締役を兼任しております。当社と兼職先との間に
開示すべき取引関係はありません。

・取締役（監査等委員）片山典之氏は、シティユーワ法律事務所弁護士、ドイチェ・アセット・マネジメント
株式会社社外監査役、日産化学株式会社社外監査役、平和不動産リート投資法人社外監督役員、日本電解株
式会社社外取締役（監査等委員）、株式会社リブセンス社外監査役、アイダエンジニアリング株式会社社外
監査役を兼任しております。当社と兼職先との間に開示すべき取引関係はありません。

❷ 社外役員の主な活動状況

氏名 地位 出席状況、発言状況及び期待される役割に対して行った職務の概要

松岡 一臣 社外取締役
（監査等委員）

当事業年度に開催された取締役会14回中14回及び監査等委員会14回中14回に出席して
おり、主に公認会計士・税理士としての専門的な知見及び経験から、取締役会において
意思決定の妥当性・適正性を確保するため、経営陣から独立した客観的な立場で積極的
な発言を行う等、期待される役割、責務を十分に発揮しております。また、監査等委員
会において、議案審議等に必要な発言を適宜行っております。

大塚 美幸 社外取締役
（監査等委員）

2022年５月27日の就任以降、当事業年度に開催された取締役会10回中10回及び監査
等委員会10回中10回に出席しており、主にサステナブル事業やコーポレートコミュニ
ケーション等に係るコンサルティングを行う企業経営者としての知見及び経験から、取
締役会において意思決定の妥当性・適正性を確保するため、経営陣から独立した客観的
な立場で積極的な発言を行う等、期待される役割、責務を十分に発揮しております。ま
た、監査等委員会において、議案審議等に必要な発言を適宜行っております。

片山 典之 社外取締役
（監査等委員）

2022年５月27日の就任以降、当事業年度に開催された取締役会10回中10回及び監査
等委員会10回中10回に出席しており、主に弁護士としての専門的な知見及び経験から、
取締役会において意思決定の妥当性・適正性を確保するため、経営陣から独立した客観
的な立場で積極的な発言を行う等、期待される役割、責務を十分に発揮しております。
また、監査等委員会において、議案審議等に必要な発言を適宜行っております。
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５ 会計監査人の状況

（１）名称 有限責任監査法人トーマツ

（２）報酬等の額
支 払 額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 118百万円
当社及び当社子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 154百万円

（注）１．監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査計画、
監査の実施状況及び報酬見積りの算出根拠等を確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等について同意を行っておりま
す。

２．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明
確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を
記載しております。

３．当社の子会社のうちIl Fornaio(America)LLCは、Deloitte&Touche LLPの監査を受けております。

（３）会計監査人の解任または不再任の決定の方針
当社では、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委

員である取締役全員の同意に基づき監査等委員会が会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が
選定した監査等委員である取締役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した
旨と解任の理由を報告いたします。
なお、監査等委員会は、会計監査人の継続監査年数等を勘案しまして、再任もしくは不再任の決定を行いま

す。
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６ 業務の適正を確保するための体制

取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の適正を確保す
るための体制についての決定内容の概要は以下のとおりであります。

（１）取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
❶ 役職員が法令や定款及び社会通念に沿った行動を行うよう「役職員行動規則」及び「コンプライアンス組
織・運営規程」に基づき、定期的な研修等を通じて周知徹底に努める。

❷ 社長がチーフ・コンプライアンス・オフィサーとなり、全社のコンプライアンス意識向上に努める。

❸ 適切な財務諸表作成のために、経理・税務統括チームリーダーは「経理規程」に基づき、業務を執行する
とともに、周知徹底に努める。

❹ コンプライアンス違反についての社内通報体制として、所属長への報告経路とは別に、コンプライアンス
相談窓口（電子メール）及び顧問弁護士宛の内部通報窓口（電子メール）による報告経路を設置しており、
法令違反行為や不正行為の早期発見及び迅速且つ適切な対応を行う体制を整備している。

❺ グループ監査室は各部署の監査を定期的に行うとともに、チーフ・コンプライアンス・オフィサーや監査
等委員会との情報交換会を定期的に開催する。

❻ 市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体、並びに、これらと係わりのある企業や団
体、個人とは取引関係を含めて一切の関係を持たず、また、これらによる不当要求は断固として拒否するこ
とを、「役職員行動規則」において、遵守事項として掲げている。また、反社会的勢力による不当要求等が
発生した場合は、担当部署が情報を一元管理し、所轄警察署への相談を含めて迅速な対応を講じる体制を整
備している。

（２）取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
❶ 法定保存文書及び会社が定める内部管理上の重要な情報については、「文書管理規程」に基づき、所定の
期間保存する。定めのない情報については、総務部管掌役員と協議の上、保存の要否及び期間を定めて保存
する。

❷ 取締役は、常時これらの文書等を閲覧できるものとする。
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（３）損失の危険の管理に関する規程その他の体制
❶ 当社グループには、店舗オペレーショナルリスク、コンプライアンスリスク、投資リスク、信用リスクと
いった事業リスクがある。これらのリスクについては、個々の責任部署が対応し、必要に応じて取締役会に
おいて状況の確認及び必要な措置を検討する。
また、各部門のリスク管理責任者は、それぞれの部署に関するリスク管理を行い、リスクを統括する部署

へ定期的にリスク管理の状況を報告する。

❷ 不測の事態が発生した場合には、「緊急対策規程」に基づき、迅速に対応することとする。

❸ グループ監査室は、グループ各社及び各部門のリスク管理の状況を監査し、その結果を定期的に社長及び
総務部管掌役員に報告する。社長は必要に応じ、取締役会に報告する。

❹ 各種リスクの管理状況については、総務部管掌役員が年に１度、取締役会に報告する。

（４）取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
❶ 当社取締役会は、毎事業年度末までに翌事業年度の経営目標を決定し、目標達成に向けた経営計画を策定
の上、原則毎月１回の取締役会において進捗状況を確認する。
また、経営環境及び企業内部環境の変化に応じて経営計画の前提条件の見直しを行う。

❷ 当社取締役会において取締役の業務執行範囲を定めるとともに、「業務分掌規程」に基づいた権限委譲を
各役職員に行い、効率的な業務執行を実現する。

（５）当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
❶ 子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制

企業集団における業務の適正を確保するため「関係会社管理規程」を定め、これに基づく統制を行うとと
もに、必要に応じてグループ各社への指導・支援等を実施する。
当社は、当社取締役出席のもとグループ各社社長が各社ごとに出席する定例会議を毎月１回開催し、ま

た、当社取締役及びグループ各社社長が一堂に会する定例会議を四半期に１回開催することで、経営数値そ
の他重要な情報について、定期的な報告を受ける。

❷ 子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
「（３）損失の危険の管理に関する規程その他の体制」のとおり、グループ一体となった損失の危機管理体
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制を構築する。

❸ 子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は、子会社の自主性を尊重しつつ、子会社から定期的に業務執行の報告を受けるとともに、子会社の

重要な決定については「関係会社管理規程」に基づく当社取締役会への付議または報告を行うこと等によ
り、子会社の職務の執行の効率を確保する。

❹ 子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
グループ各社の取締役または監査役として当社の取締役または使用人を派遣し、適正な業務執行・意思決

定や監督を実施する。
グループ各社に対する監査は、原則として子会社を対象として、別に定める「内部監査規程」に準じて実

施する。内部監査報告書は社長に提出するものとする。また、監査の結果に基づいて、必要があれば社長は
グループ各社に対して指導または勧告を行う。

（６）監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項
監査等委員会が、その職務を補助する使用人を置くことを求めた場合、社長はグループ監査室を中心に人選

を行い、その任に充てるものとする。

（７）前号の取締役及び使用人の当社の他の取締役（監査等委員である取締役を除く。）からの
独立性に関する事項、並びに監査等委員会の当該取締役及び使用人に対する指示の実効性の確
保に関する事項
監査等委員会より、監査業務の補助の要請を受けた使用人は、その要請された業務の遂行に関して、監査等

委員である取締役の指示に従い、監査等委員でない取締役等の指揮命令を受けない。

（８）当社及びグループ各社の取締役及び使用人が当社監査等委員会に報告するための体制その
他の当社監査等委員会への報告に関する体制、並びにその報告をした者が報告したことを理由
として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
❶ 監査等委員会は当社及びグループ各社の取締役会その他の重要な経営会議を通じ、取締役（監査等委員で
ある取締役を除く。）及び使用人から重要事項の報告を受ける。また、当社監査等委員会は、必要と判断す
る会議の議事録等について回覧することができる。

❷ 著しい損失や重大なコンプライアンス違反が発生または発生のおそれがある場合は、当社及びグループ各
社の担当取締役等は当社監査等委員会に対して遅滞なく報告を行う。
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❸ 当社監査等委員会はいつでも必要に応じ、当社及びグループ各社の取締役等に対して報告を求めることが
できることとする。

❹ 当社の内部通報制度の担当部署は、定期的に監査等委員会に対し、当社グループにおける内部通報の状況
について、報告を行うものとする。

❺ 監査等委員会に報告を行った当社及びグループ各社の取締役等に対し当該報告をしたことを理由として不
利な取扱いを行うことを禁止する。

（９）当社の監査等委員の職務の執行（監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。）につ
いて生ずる費用の前払いまたは償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用また
は償還の処理に係る方針に関する事項
監査等委員が、その職務の執行について生ずる費用の前払いまたは償還等の請求をした時は、当該請求に係

る費用または債務が監査等委員の職務の執行に必要でないと明らかに認められる場合を除き、速やかに処理す
るものとする。

（10）その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査等委員会は、取締役（監査等委員である取締役を除く。）、使用人、会計監査人とそれぞれ随時意見交換

会を開催することとする。

（11）財務報告の信頼性と適正性を確保するための体制
財務報告の信頼性と適正性を確保するため、金融商品取引法等の法令に準拠した財務報告に係る内部統制シ

ステムを構築し、その有効性の評価、報告する体制を整備し運用する。

（業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要）
❶ 主な会議の開催状況として、取締役会は14回開催され、取締役の職務執行の適法性を確保し、取締役の職
務執行の適正性及び効率性を高めるために、当社と利害関係を有しない監査等委員である社外取締役３名の
内１名が全14回に出席し、2022年５月27日開催の第25期定時株主総会において選任・就任した他２名が
就任後の全10回に出席いたしました。その他、監査等委員会は14回開催いたしました。

❷ 監査等委員は、監査等委員会において定めた監査計画に基づき監査を行うとともに、当社代表取締役社長
及び他の取締役、グループ監査室、会計監査人との間で、意見交換、情報交換等の連携を図っております。
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❸ グループ監査室は、内部監査計画に基づき、当社の各部門の業務執行及び子会社の業務の監査、内部統制
監査を実施いたしました。

７ 剰余金の配当等の決定に関する方針

当社は、株主への利益還元を経営上の重要政策と位置付け、業績や財務状況、今後の事業展開等を勘案した
上で、安定的な配当を行うことを基本方針としております。
当社は、中間配当と期末配当の年２回の剰余金の配当を行うことを基本としております。これらの剰余金の

配当の決定機関は、取締役会であります。
また、内部留保資金につきましては、新規出店投資、人財育成及び内部管理体制強化のための設備投資等の

原資とし、企業価値向上に努めてまいります。
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連結財政状態計算書
（2023年２月28日現在）

（単位：百万円）
資 産 負 債 及 び 資 本

科 目 金 額 科 目 金 額
【流動資産】
現金及び現金同等物
営業債権及びその他の債権
その他の金融資産
棚卸資産
その他の流動資産
【非流動資産】
有形固定資産
のれん
無形資産
その他の金融資産
繰延税金資産
その他の非流動資産

32,266
23,895
5,240
499

1,054
1,578

101,288
57,584
23,688
6,177
9,390
3,766
681

【流動負債】
営業債務及びその他の債務
社債及び借入金
リース負債
未払法人所得税等
引当金
その他の流動負債
【非流動負債】
社債及び借入金
リース負債
退職給付に係る負債
引当金
繰延税金負債
その他の非流動負債

36,841
4,538
8,608

10,855
472

2,326
10,039
62,270
26,766
29,298
1,162
3,045
1,630
366

負債合計 99,112
【親会社の所有者に帰属する持分】 27,251
資本金 50
資本剰余金 20,389
利益剰余金 6,509
自己株式 △1,217
その他の資本の構成要素 1,519
【非支配持分】 7,191

資本合計 34,443
資産合計 133,555 負債及び資本合計 133,555

（注） 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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連 結 損 益 計 算 書

（2022
2023

年
年

３
２

月
月

１
28

日から
日まで）

（単位：百万円）

科 目 金 額
売 上 収 益 118,240
売 上 原 価 △33,231

売 上 総 利 益 85,008
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 △83,131
そ の 他 の 営 業 収 益 7,048
そ の 他 の 営 業 費 用 △3,842

営 業 利 益 5,083
金 融 収 益 215
金 融 費 用 △733

税 引 前 当 期 利 益 4,565
法 人 所 得 税 費 用 △686

当 期 利 益 3,878
当 期 利 益 の 帰 属

親 会 社 の 所 有 者 3,385
非 支 配 持 分 493
当 期 利 益 3,878

（注） 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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連結持分変動計算書

（2022
2023

年
年

３
２

月
月

１
28

日から
日まで）

（単位：百万円）
親会社の所有者に帰属する持分

資 本 金 資 本
剰 余 金

利 益
剰 余 金 自 己 株 式

2022 年 ３ 月 １ 日 残 高 50 20,273 4,381 △1,246

当 期 利 益 － － 3,385 －

そ の 他 の 包 括 利 益 － － － －

当 期 包 括 利 益 － － 3,385 －

配 当 金 － － △1,261 －
非 支 配 株 主 と の 取 引 に
係 る 親 会 社 の 持 分 変 動 － △60 － －

株 式 報 酬 取 引 － 178 － －

その他の資本の構成要素から利益剰余金への振替 － － 3 －

そ の 他 － △1 － 29

所 有 者 と の 取 引 額 等 合 計 － 116 △1,257 29

2023 年 ２ 月 28 日 残 高 50 20,389 6,509 △1,217
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（単位：百万円）
親会社の所有者に帰属する持分

非 支 配 持 分 資 本 合 計
その他の資本の構成要素

合 計在外営業活動体
の 換 算 差 額

確定給付制度
の 再 測 定 合 計

2022 年 ３ 月 １ 日 残 高 330 － 330 23,788 6,942 30,730

当 期 利 益 － － － 3,385 493 3,878

そ の 他 の 包 括 利 益 1,188 3 1,192 1,192 1 1,193

当 期 包 括 利 益 1,188 3 1,192 4,577 495 5,072

配 当 金 － － － △1,261 △187 △1,448
非 支 配 株 主 と の 取 引 に
係 る 親 会 社 の 持 分 変 動 － － － △60 △59 △120

株 式 報 酬 取 引 － － － 178 － 178

その他の資本の構成要素から利益剰余金への振替 － △3 △3 － － －

そ の 他 － － － 28 0 29

所 有 者 と の 取 引 額 等 合 計 － △3 △3 △1,114 △245 △1,360

2023 年 ２ 月 28 日 残 高 1,519 － 1,519 27,251 7,191 34,443

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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連結注記表
１．連結計算書類作成のための基本となる重要な事項等
（１）連結計算書類の作成基準

当社グループの連結計算書類は、会社計算規則第120条第１項の規定に基づき国際財務報告基準（以下
「IFRS」という。）に基づいて作成しております。なお、本連結計算書類は同項後段の規定により、IFRSで求
められる開示項目の一部を省略しております。

（２）連結の範囲に関する事項
❶ 連結子会社の数 27社
❷ 主要な連結子会社の名称

ＳＦＰホールディングス株式会社
株式会社クリエイト・レストランツ
株式会社ＫＲフードサービス
株式会社クリエイト・ダイニング
株式会社いっちょう

なお、2022年12月１日付で、株式会社サンジェルマンの全株式を取得いたしました。これに基づき、
株式会社北海道サンジェルマンを子会社にもつ株式会社サンジェルマンを連結の範囲に含めております。
また、2022年９月１日付で、当社の連結子会社であった株式会社クリエイト・スポーツ＆レジャーは、

連結子会社である株式会社クリエイト・レストランツを存続会社とする吸収合併により消滅、当社の連結
子会社であった株式会社ＫＲフードサービスは、連結子会社である株式会社ＫＲホールディングスを存続
会社とする吸収合併により消滅したため、連結の範囲から除外しております。なお、株式会社ＫＲホール
ディングスは株式会社ＫＲフードサービスへ商号変更しております。

（３）親会社に関する事項
IFRS第10号の規定に基づいて判定した結果、株式会社後藤国際商業研究所（東京都港区）を当社及び子会

社の最終的な親会社としております。
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２．会計方針に関する事項
（１）企業結合

企業結合は取得法を用いて会計処理しております。取得対価は、被取得企業の支配と交換に譲渡した資
産、引き受けた負債及び当社が発行する持分金融商品の取得日の公正価値の合計として測定されます。のれ
んは、移転された対価、取得企業が従来保有していた被取得企業の資本持分の支配獲得日公正価値及び被取
得企業の非支配持分の金額の総計が、支配獲得日における被取得企業の識別可能な資産及び負債の公正価値
を超過する額として計上しております。反対に下回る場合には、直ちに連結損益計算書において純損益とし
て計上しております。
非支配持分を公正価値で測定するか、または識別可能な純資産の認識金額の比例持分で測定するかについ

ては、企業結合ごとに選択しております。
なお、支配獲得後の非支配持分の追加取得については、資本取引として会計処理しているため、当該取引

からのれんは認識しておりません。
被取得企業における識別可能な資産及び負債は、以下を除いて取得日の公正価値で測定しております。
・繰延税金資産・負債及び従業員給付契約に関連する資産・負債
・被取得企業の株式に基づく報酬契約
・IFRS第５号「売却目的で保有する非流動資産及び非継続事業」に従って売却目的に分類される資産また
は処分グループ

仲介手数料、弁護士費用、デュー・デリジェンス費用等の、企業結合に関連して発生する取引費用は、発
生時に費用処理しております。
企業結合の当初の会計処理が、企業結合が発生した連結会計年度末までに完了していない場合は、完了し

ていない項目を暫定的な金額で報告しております。取得日時点に存在していた事実と状況を、取得日当初に
把握していたとしたら認識される金額の測定に影響を与えていたと判断される期間（以下「測定期間」とい
う。）に入手した場合、その情報を反映して、取得日に認識した暫定的な金額を遡及的に修正しております。
新たに得た情報が、資産と負債の新たな認識をもたらす場合には、追加の資産と負債を認識しております。
測定期間は最長で１年間であります。
段階的に達成される企業結合の場合、当社グループが以前保有していた被取得企業の持分は支配獲得日の

公正価値で再測定し、発生した利得または損失は純損益として認識しております。
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（２）外貨換算
❶ 外貨建取引

外貨建取引は、取引日の為替レートで当社グループの各社の機能通貨に換算しております。
外貨建貨幣性資産及び負債は、期末日の為替レートで機能通貨に換算しております。
公正価値で測定される外貨建非貨幣性資産及び負債は、当該公正価値の測定日における為替レートで機

能通貨に換算しております。
換算または決済により生じる換算差額は、純損益として認識しております。

❷ 在外営業活動体
在外営業活動体の資産及び負債については期末日の為替レート、収益及び費用については平均為替レー

トを用いて日本円に換算しております。在外営業活動体の財務諸表の換算から生じる換算差額は、その他
の包括利益として認識しております。在外営業活動体の換算差額は、在外営業活動体が処分された期間に
純損益として認識されます。

（３）金融商品
❶ 金融資産（デリバティブを除く）
（ⅰ）当初認識及び測定

当社グループは、金融資産を償却原価で測定する金融資産、その他の包括利益を通じて公正価値で測
定する負債性金融資産、その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融資産および純損益を
通じて公正価値で測定する金融資産に分類しております。この分類は、当初認識時に決定しておりま
す。
当社グループは、金融資産に関する契約の当事者となった取引日に当該金融資産を認識しておりま

す。
全ての金融資産は、純損益を通じて公正価値で測定される区分に分類される場合を除き、公正価値に

取引費用を加算した金額で測定しております。
金融資産は、以下の要件をともに満たす場合には、償却原価で測定する金融資産に分類しておりま

す。
・契約上のキャッシュ・フローを回収するために資産を保有することを目的とする事業モデルに基づ
いて、資産が保有されている。

・金融資産の契約条件により、元本及び元本残高に対する利息の支払のみであるキャッシュ・フロー
が特定の日に生じる。

また、以下の要件をともに満たす場合には、その他の包括利益を通じて公正価値で測定する負債性金
融資産に分類しております。
・当該金融資産が、契約上のキャッシュ・フローの回収と売却の両方によって目的が達成される事業
モデルの中で保有されている。

・契約条件により、元本及び元本残高に対する利息の支払いのみであるキャッシュ・フローが特定の
日に生じる。

2023年04月24日 12時31分 $FOLDER; 41ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）



41

償却原価で測定する金融資産以外の金融資産は、公正価値で測定する金融資産に分類しております。
公正価値で測定する資本性金融資産については、純損益を通じて公正価値で測定しなければならない

売買目的で保有される資本性金融資産を除き、個々の資本性金融資産ごとに、純損益を通じて公正価値
で測定するか、その他の包括利益を通じて公正価値で測定するかを指定し、当該指定を継続的に適用し
ております。
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（ⅱ）事後測定
金融資産の当初認識後の測定は、その分類に応じて以下のとおり測定しております。

（a）償却原価で測定する金融資産
償却原価で測定する金融資産については、実効金利法による償却原価で測定しております。実効金

利法による償却及び認識を中止した場合の利得または損失は、純損益に認識しております。
（b）純損益を通じて公正価値で測定する金融資産

純損益を通じて公正価値で測定する金融資産の公正価値の変動額は純損益として認識しておりま
す。

（c）その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融資産
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融資産の公正価値の変動額は、その他の包

括利益として認識しております。認識を中止した場合には、その他の包括利益の累計額を利益剰余金
に振り替えております。

（d）その他の包括利益を通じて公正価値で測定する負債性金融資産
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する負債性金融資産の公正価値の変動額は、減損利得又

は減損損失及び為替差損益を除き、当該金融資産の認識の中止が行われるまで、その他の包括利益と
して認識しております。

（ⅲ）金融資産の認識の中止
当社グループは、金融資産からのキャッシュ・フローに対する契約上の権利が消滅する、または当社

グループが金融資産の所有のリスクと経済価値のほとんど全てを移転する場合において、金融資産の認
識を中止しております。当社グループが、移転した当該金融資産に対する支配を継続している場合に
は、継続的関与を有している範囲において、資産と関連する負債を認識しております。

（ⅳ）金融資産の減損
償却原価で測定する金融資産については、各報告期間の末日において、当初認識以降、信用リスクが

著しく増加しているかを評価し、将来発生すると見込まれる信用損失を控除して表示しております。こ
の評価には、期日経過情報のほか、合理的に利用可能かつ裏付け可能な情報を考慮しております。
当初認識以降信用リスクが著しく増加していると評価された償却原価で測定される金融資産について

は、個々に全期間の予想信用損失を見積っております。そうでないものについては、報告期間の末日後
12ヶ月の予想信用損失を見積っております。
但し、営業債権については、信用リスクの増加の有無に関わらず過去の信用損失に基づいて、当初か

ら全期間の予想信用損失を認識しております。
償却原価で測定される金融資産の予想信用損失は、以下のものを反映する方法で見積っております。
・一定範囲の生じ得る結果を評価することにより算定される、偏りのない確率加重金額
・貨幣の時間価値
・過去の事象、現在の状況及び将来の経済状況の予測についての、報告日において過大なコストや労
力を掛けずに利用可能な合理的で裏付け可能な情報

2023年04月24日 12時31分 $FOLDER; 43ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）



43

❷ 金融負債（デリバティブを除く）
（ⅰ）当初認識及び測定

当社グループは、金融負債について、償却原価で測定する金融負債、純損益を通じて公正価値で測定
する金融負債に分類しております。この分類は、当初認識時に決定しております。
償却原価で測定する金融負債については、公正価値からその取得に直接起因する取引費用を控除した

金額で当初測定しております。
純損益を通じて公正価値で測定される金融負債の取引費用は、純損益に認識しております。

（ⅱ）事後測定
償却原価で測定する金融負債については、当初認識後実効金利法による償却原価で測定しておりま

す。実効金利法による償却及び認識が中止された場合の利得及び損失については、当期の純損益として
認識しております。
純損益を通じて公正価値で測定する金融負債は、公正価値で測定し、公正価値の変動額を純損益に認

識しております。
（ⅲ）金融負債の認識の中止

当社グループは、金融負債が消滅した時、すなわち、契約中に特定された債務が免責、取消し、また
は失効となった時に、金融負債の認識を中止しております。

❸ 金融資産及び金融負債の表示
金融資産及び金融負債は、当社グループが残高を相殺する法的権利を有し、かつ純額で決済するかまた

は資産の実現と負債の決済を同時に行う意図を有する場合にのみ、連結財政状態計算書上で相殺し、純額
で表示しております。
❹ デリバティブ

デリバティブは、デリバティブ契約が締結された日の公正価値で当初認識され、当初認識後は各連結会
計年度末日の公正価値で再測定されます。
当社グループは、認識されている金融資産と金融負債及び将来の取引に関するキャッシュ・フローを確

定するため、先物為替予約を利用しております。また、変動金利借入金の金利変動のリスクを低減するた
め、金利スワップを締結しております。
なお、上記デリバティブについて、ヘッジ会計を適用しておりません。

（４）棚卸資産
棚卸資産は、取得原価と正味実現可能価額のいずれか低い価額で測定しております。正味実現可能価額

は、通常の事業過程における見積売価から、完成までに要する見積原価及び見積販売費用を控除した額であ
ります。取得原価は、主として、先入先出法に基づいて算定しており、購入原価、加工費及び現在の場所及
び状態に至るまでに要した全ての費用を含んでおります。
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（５）有形固定資産
❶ 認識及び測定

有形固定資産の認識後の測定については原価モデルを採用し、取得原価から減価償却累計額及び減損損
失累計額を控除した価額で表示しております。
取得原価には、資産の取得に直接関連する費用、解体・除去及び土地の原状回復費用、及び資産計上す

べき借入コストが含まれております。
有形固定資産で、それぞれ異なる複数の重要な構成要素を識別できる場合は、別個の有形固定資産項目

として計上しております。
取得後に追加的に発生した支出については、その支出により将来の経済的便益が当社グループに流入す

る可能性が高く、金額を信頼性をもって測定することができる場合にのみ、当該取得資産の帳簿価額に算
入するか個別の資産として認識するかのいずれかにより会計処理しております。他の全ての修繕及び維持
に係る費用は、発生時に純損益として認識しております。
❷ 減価償却

土地及び建設仮勘定以外の各資産の減価償却費は、それぞれの見積耐用年数にわたり、定額法で計上し
ております。主要な資産項目ごとの見積耐用年数は以下のとおりであります。
・建物 15～50年
・建物附属設備 ３～17年
・構築物 10～50年
・機械及び装置 ３～17年
・工具、器具及び備品 ２～10年
なお、見積耐用年数、残存価額及び減価償却方法は、各年度末に見直しを行い、変更があった場合は、

会計上の見積りの変更として将来に向かって適用しております。
❸ 認識の中止

有形固定資産は、処分時、もしくは継続的な使用または処分から将来の経済的便益が期待されなくなっ
た時に認識を中止しております。有形固定資産の認識の中止から生じる利得または損失は、当該資産の認
識の中止時に純損益に含めております。
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（６）のれん及び無形資産
❶ のれん

当社グループは、のれんを、移転された対価、取得企業が従来保有していた被取得企業の資本持分の支
配獲得日公正価値及び被取得企業の非支配持分の金額の総計が、支配獲得日における被取得企業の識別可
能な資産及び負債の公正価値を超過する額として計上しております。
のれんは連結財政状態計算書において、取得原価から減損損失累計額を控除した価額で表示しておりま

す。
のれんの償却は行わず、毎期または減損の兆候が存在する場合にはその都度、減損テストを実施してお

ります。のれんの減損テスト及び減損損失の測定については注記「２．会計方針に関する事項 （8） 非
金融資産の減損」に記載しております。
のれんの減損損失は連結損益計算書において認識され、その後の戻入れは行っておりません。

❷ 無形資産
無形資産の認識後の測定については原価モデルを採用し、取得原価から償却累計額及び減損損失累計額

を控除した価額で表示しております。
個別に取得した無形資産は、当初認識時に取得原価で測定しております。
企業結合で取得した無形資産は、取得日時点の公正価値で測定しております。
のれん及び耐用年数を確定できない無形資産以外の無形資産の償却費は、当初認識後、償却可能額（取

得原価から残存価額を控除した金額）を、それぞれの見積耐用年数にわたり、定額法で計上しておりま
す。主要な無形資産の見積耐用年数は以下のとおりであります。
・ソフトウェア ５年
・商標権 10～20年
なお、見積耐用年数、残存価額及び償却方法は、各年度末に見直しを行い、変更があった場合は、会計

上の見積りの変更として将来に向かって適用しております。
❸ 認識の中止

無形資産は、処分時、もしくは継続的な使用または処分から将来の経済的便益が期待されなくなった時
に認識を中止しております。無形資産の認識の中止から生じる利得または損失は、当該資産の認識の中止
時に純損益に含めております。
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（７）リース
当社グループは、契約締結時に、契約が特定された資産の使用を支配する権利を一定期間にわたり対価

と交換に移転する場合には、当該契約はリースであるかまたはリースを含んでいると判断しております。
リース期間が12ヵ月以内に終了する短期リース及び原資産が少額である少額資産のリースについて、使

用権資産及びリース負債を認識しないことを選択しております。
契約がリースであるかまたはリースを含んでいる場合、短期リースまたは少額資産のリースを除き、開

始日において使用権資産及びリース負債を連結財政状態計算書に計上しております。短期リース及び少額
資産のリースに係るリース料は、リース期間にわたり定額法または他の規則的な基礎のいずれかにより費
用として認識しております。
使用権資産の測定においては原価モデルを採用し、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を

控除した価額で表示しております。
取得原価には、リース負債の当初測定額に当初直接コスト、前払リース料等を調整し、リース契約に基

づき要求される原状回復義務等のコストを含めております。使用権資産は、リース期間にわたり規則的に
減価償却を行っております。リース負債は、支払われていないリース料の割引現在価値で測定しておりま
す。リース料は、実効金利法に基づき金融費用とリース負債の返済額とに配分しております。金融費用は
連結損益計算書で認識しております。
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（８）非金融資産の減損
❶ 減損の判定

棚卸資産、繰延税金資産及び売却目的で保有する非流動資産を除く当社グループの非金融資産の帳簿価
額は、期末日ごとに減損の兆候の有無を判断しております。減損の兆候が存在する場合は、当該資産の回
収可能価額を見積っております。のれんについては、減損の兆候の有無にかかわらず回収可能価額を各連
結会計年度末に見積っております。
資産または資金生成単位の回収可能価額は、使用価値と売却費用控除後の公正価値のうちいずれか大き

い方の金額としております。使用価値の算定において、見積将来キャッシュ・フローは、貨幣の時間的価
値及び当該資産に固有のリスクを反映した税引前割引率を用いて現在価値に割引いております。減損テス
トにおいて個別にテストされない資産は、継続的な使用により他の資産または資産グループのキャッシ
ュ・インフローから、概ね独立したキャッシュ・インフローを生成する最小の資金生成単位に統合してお
ります。企業結合により取得したのれんは、結合のシナジーが得られると期待される資金生成単位グルー
プに配分しております。のれんが配分される資金生成単位については、のれんを内部管理目的で監視して
いる最小単位である会社単位としております。
当社グループの全社資産は、独立したキャッシュ・インフローを生成しません。全社資産に減損の兆候

がある場合、全社資産が帰属する資金生成単位の回収可能価額を見積っております。
減損損失は、資産または資金生成単位の帳簿価額が見積回収可能価額を超過する場合に超過差額を純損

益として認識しております。資金生成単位に関連して認識した減損損失は、まずその単位に配分されたの
れんの帳簿価額を減損するように配分し、次に資金生成単位内のその他の資産の帳簿価額を比例的に減額
しております。
❷ 減損の戻入れ

のれんに関連する減損損失は戻入れておりません。その他の資産については、過去に認識した減損損失
は、毎期末日において減損損失の減少または消滅を示す兆候の有無を評価しております。回収可能価額の
決定に使用した見積りが変化した場合は、減損損失を戻入れております。減損損失は、減損損失を認識し
なかった場合の帳簿価額から必要な減価償却費及び償却額を控除した後の帳簿価額を上限として戻入れて
おります。
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（９）収益
収益は、顧客との契約において約束された対価から値引き等を控除した金額で測定しております。
当社グループでは、IFRS第９号「金融商品」に基づく利息及び配当収益等を除く顧客との契約について、

以下のステップを適用することにより、収益を認識しております。
ステップ１：顧客との契約を識別する。
ステップ２：契約における履行義務を識別する。
ステップ３：取引価格を算定する。
ステップ４：取引価格を契約における履行義務に配分する。
ステップ５：履行義務の充足時に(または充足するにつれて)収益を認識する。
当社グループは、フードコート、居酒屋、ディナータイプ等の業態による飲食サービスの提供を主な事業

として営んでおり、顧客からの注文に基づき料理を提供した時点で顧客に支配が移転し履行義務が充足され
ると判断しており、当該サービス提供時点で収益を認識しております。

（10）従業員給付
❶ 退職後給付

当社グループの一部の連結子会社は、従業員の退職給付制度として確定給付制度を運営しております。
一部の連結子会社は、確定給付制度債務の現在価値及び関連する当期勤務費用並びに過去勤務費用を、

予測単位積増方式を用いて算定しております。
割引率は、将来の毎年度の給付支払見込日までの期間を基に割引期間を設定し、割引期間に対応した期

末日時点の優良社債の市場利回りに基づき算定しております。
確定給付制度に係る負債または資産は、確定給付制度債務の現在価値から制度資産の公正価値を控除し

て算定しております。
勤務費用及び確定給付負債（資産）の純額に係る利息純額は、純損益として認識しております。
確定給付制度の再測定額は、発生した期においてその他の包括利益として一括認識し、直ちにその他の

資本の構成要素から利益剰余金に振り替えております。
❷ 短期従業員給付

短期従業員給付については、割引計算は行わず、関連するサービスが提供された時点で費用として計上
しております。
賞与及び有給休暇費用については、それらを支払う法的もしくは推定的な債務を負っており、信頼性の

ある見積りが可能な場合に、それらの制度に基づいて支払われると見積られる額を負債として認識してお
ります。
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（11）株式に基づく報酬
当社グループは、従業員に対して持分決済型の株式交付信託型ESOP制度を導入し、株式交付規程に基づ

きポイントを付与しております。ポイントの公正価値は付与日時点で測定しております。当該制度に関する
従業員報酬費用は権利確定期間にわたって認識しております。
本制度が所有する当社株式については連結財政状態計算書及び連結持分変動計算書において自己株式とし

て処理しております。また、本制度の資産及び負債並びに費用及び収益については連結財政状態計算書、連
結損益計算書及び連結持分変動計算書に含めて計上しております。

（12）引当金
引当金は、過去の事象の結果として、当社グループが、現在の法的または推定的債務を有しており、当該

債務を決済するために経済的資源の流出が生じる可能性が高く、当該債務の金額について信頼性のある見積
りができる場合に認識しております。貨幣の時間的価値が重要な場合には、見積将来キャッシュ・フローを
貨幣の時間的価値及び当該負債に特有のリスクを反映した税引前の利率を用いて現在価値に割引いておりま
す。時の経過に伴う割引額の割戻しは支払利息として認識しております。
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３．会計方針の変更に関する注記
当社グループの連結計算書類において適用する重要な会計方針は、前連結会計年度の連結計算書類におい

て適用した会計方針と同一であります。
当社グループは、前連結会計年度より2022年６月30日までの賃料減免について、引き続き以下の基準を

適用しておりました。
IFRS 新設・改訂の概要

IFRS第16号リース COVID-19に関連した2021年６月30日以降の賃料減免に関する会計処理を
改訂

本改訂は、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染拡大の直接的な結果として賃料減免を受けたリ
ースの借手に対して、簡便的な会計処理を選択することを認めるものであり、2021年３月の改訂により適
用期間が延長されておりました。
当社グループは、前連結会計年度と同様に上記の要件を満たす賃料減免について本便法を適用しておりま

す。
また、本便法の適用により当連結会計年度における税引前当期利益が88百万円増加しております。

４．会計上の見積りに関する注記
会計上の見積りにより当連結会計年度に係る連結計算書類にその額を計上した項目であって、翌連結会計

年度に係る連結計算書類に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次のとおりです。

非金融資産の減損
❶ 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

有形固定資産 57,584百万円
のれん 23,688百万円
無形資産 6,177百万円
減損損失 3,418百万円
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❷ 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
当社グループは、有形固定資産について、資金生成単位を主に各店舗としております。減損の兆候があ

る店舗について、減損テストを実施し、回収可能価額が帳簿価額を下回る場合、減損損失を計上しており
ます。
のれん及び無形資産について、毎期または減損の兆候がある場合、減損テストを実施し、回収可能価額

が帳簿価額を下回る場合、減損損失を計上しております。
なお、これらの回収可能価額は使用価値又は処分コスト控除後の公正価値のどちらか高い方により測定

しております。
これらの減損テストで使用する将来キャッシュ・フローの見積りは、取締役会において承認された翌連

結会計年度の事業計画を基礎にして算定しております。
事業計画は複数の仮定に基づいて策定されております。売上収益については、直近の実績を基礎として、

行動制限の緩和及び全国旅行支援並びにインバウンド需要の回復等を要因とする持ち直しの傾向が翌連結
会計年度にかけて継続することを仮定しております。また、売上原価、販売費及び一般管理費について、
直近では、原材料価格が高騰しているほか、人件費や光熱費が上昇しており、これらの状況が翌連結会計
年度以降も継続することを仮定しております。
当社グループは、これらの減損における主要な仮定を、経営者の最善の見積りと判断により決定してお

ります。主要な仮定は、外部環境の変化等の影響を受ける可能性があり、見積りの変更が必要となった場
合には、これらの減損損失を新たにもしくは追加計上する可能性があります。

５．連結財政状態計算書に関する注記
（１）資産から直接控除した貸倒引当金

その他の金融資産（非流動） 4百万円

（２）資産に係る減価償却累計額
有形固定資産 67,324百万円
なお、減価償却累計額には、減損損失累計額が含まれております。
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６．連結持分変動計算書に関する注記
（１）発行済株式の種類及び総数に関する事項
株 式 の 種 類 当連結会計年度期首の株式数 当連結会計年度増加株式数 当連結会計年度減少株式数 当連結会計年度末の株式数
普 通 株 式 212,814,284株 －株 －株 212,814,284株

（２）自己株式の種類及び株式数に関する事項
株 式 の 種 類 当連結会計年度期首の株式数 当連結会計年度増加株式数 当連結会計年度減少株式数 当連結会計年度末の株式数
普 通 株 式 2,656,151株 －株 48,400株 2,607,751株
(注)１．当連結会計年度末の自己株式には、「従業員向け株式交付信託型ESOP」が保有する当社株式

1,941,200株が含まれております。
２．普通株式の減少48,400株は「従業員向け株式交付信託型ESOP」制度に基づく従業員への給付等によ

るものであります。

（３）配当に関する事項
❶ 配当金支払額

決 議 株式の種類 配当金の総額
（百 万 円）

１株当たり
配当額（円） 基 準 日 効 力 発 生 日

2022年４月21日
取締役会 普通株式 636 3.00 2022年２月28日 2022年５月13日

2022年10月14日
取締役会 普通株式 636 3.00 2022年８月31日 2022年11月14日

(注)１．2022年４月21日取締役会決議の配当金の総額には、株式交付信託に係る信託口が保有する当社株式に
対する配当金５百万円を含んでおります。

２．2022年10月14日取締役会決議の配当金の総額には、株式給付信託に係る信託口が保有する当社株式
に対する配当金５百万円を含んでおります。

❷ 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度になるもの

決 議 株式の種類 配当金の総額
（百万円） 配当の原資

１ 株 当 た り
配当額（円） 基 準 日 効 力 発 生 日

2023年４月21日
取締役会 普通株式 636 利益剰余金 3.00 2023年２月28日 2023年５月12日

(注) 2023年４月21日取締役会決議の配当金の総額には株式交付信託に係る信託口が保有する当社株式に対す
る配当金５百万円を含んでおります。
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７．金融商品に関する注記
（１）金融商品の状況に関する事項
❶ 資本管理

当社グループは、持続的な成長のため、負債と資本の最適化を通じて企業価値を最大化することを目指
して資本管理をしております。当社が資本管理において用いる主な指標は、ネットＤ／Ｅレシオ、ネット
有利子負債キャッシュ・フロー倍率であります。なお、当社グループが適用を受ける重要な資本規制はあ
りません。

❷ 財務上のリスク管理
当社グループは、経営活動を行う過程において、財務上のリスク（信用リスク・流動性リスク・為替リ

スク・金利リスク）に晒されており、当該財務上のリスクを軽減するために、一定の方針に基づきリスク
管理を行っております。
また、当社グループは、デリバティブ取引を為替変動リスクまたは金利変動リスクを回避するために利

用しており、投機的な取引は行わない方針であります。
❸ 信用リスク管理

信用リスクは、保有する金融資産の相手先が契約上の債務に関して債務不履行になり、当社グループに
財務上の損失を発生させるリスクであります。
当社グループは、与信管理規程に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行っております。当社グ

ループの営業債権は、主としてクレジットカード会社及び商業施設に対するものであり、発生日の翌月に
回収されます。
差入保証金については、主に店舗賃借取引に伴うものであり、差入先の信用リスクに晒されております

が、取引開始時に信用判定を行うとともに、契約更新時その他適宜契約先の信用状況の把握に努めており
ます。
また、デリバティブ取引については、信用度の高い金融機関とのみ取引を行っており、内部規程に基づ

き、財務担当部門が決裁担当者の承認を得て行っております。当該デリバティブ取引には、ヘッジ会計を
適用せずに、公正価値の変動は全て純損益に認識しております。

❹ 流動性リスク管理
流動性リスクは、当社グループが期限の到来した金融負債の返済義務を履行するにあたり、支払期日に

その支払を実行できなくなるリスクであります。
当社グループは主に借入金により資金調達しておりますが、資金繰計画を作成する等の方法により管理

しております。
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❺ 為替リスク管理
当社グループは、飲食事業を中心に事業展開しており、外国為替相場の変動による原材料の価格高騰及

び調達難に直面する可能性があります。
当社グループの原材料仕入は、主として日本国内の食品メーカー、商社等を通じて行っているため円建

取引となっておりますが、為替相場の現状及び今後の見通しについては常時モニタリングを行っておりま
す。
なお、当社グループの在外営業活動体の計算書類換算に伴い、その他の包括利益が変動しますが、その

影響は当社グループにとって重要なものではないと考えております。
❻ 金利リスク管理

当社グループは、事業活動の中で様々な金利変動リスクに晒されており、特に、金利の変動は借入コス
トに大きく影響いたします。これは、当社グループの借入金が主に変動金利による借入金であるためであ
ります。
こうした市場金利の変動による借入金利息の変動リスクを減殺するため当社は当連結会計年度末残高、

9,578百万円の借入金と同額の金利スワップ契約を締結し、当該借入金について実質固定金利化を図って
おります。これらのデリバティブ取引の執行及び管理については、内部規程に基づき、財務担当部門が決
裁担当者の承認を得て行っております。なお、当該デリバティブ取引にはヘッジ会計を適用せずに、公正
価値の変動は全て純損益に認識しております。

（２）金融商品の公正価値に関する事項
当連結会計年度末における金融商品の帳簿価額及び公正価値は以下のとおりであります。

連結財政状態計算書
計上額（百万円）

公正価値
（百万円）

差額
（百万円）

（1）現金及び現金同等物 23,895 23,895 －
（2）営業債権及びその他の債権 5,240 5,240 －
（3）その他の金融資産（差入保証金） 8,540 8,735 195
（4）その他の金融資産（デリバティブ） 4 4 －

資産計 37,680 37,875 195
（5）営業債務及びその他の債務 4,538 4,538 －
（6）社債及び借入金 35,375 35,490 115

負債計 39,914 40,029 115
（注）公正価値の測定方法

金融商品の公正価値の算定方法は以下のとおりであります。
（現金及び現金同等物、営業債権及びその他の債権、営業債務及びその他の債務）
短期間で決済されるため、公正価値は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま

す。
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（デリバティブ）
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産または金融負債として、取引先金融機関から提示された価

格に基づいて算定しております。
（差入保証金）
想定した賃借契約期間に基づき、相手先の信用リスクを加味した上で、その将来キャッシュ・フローを

国債の利回り等適切な指標に基づく利率で割り引いた現在価値により算定しております。
（社債及び借入金）
短期借入金は、短期間で決済されるため、公正価値は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に

よっております。
長期借入金のうち変動金利によるものは、短期間で市場金利が反映されるため、公正価値は帳簿価額に

ほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
長期借入金及び社債のうち固定金利によるものは、将来キャッシュ・フローを新規に同様の契約を実行

した場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。

（３）金融商品の公正価値のレベルごとの内訳等に関する事項
公正価値で測定される金融商品について、測定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じた公

正価値測定額を、レベル１からレベル３まで分類しております。
レベル１：活発な市場における同一の資産または負債の市場価格(無調整)
レベル２：レベル１以外の、観察可能な価格を直接または間接的に使用して算出された公正価値
レベル３：観察不能なインプットを含む評価技法から算出された公正価値

❶ 償却原価で測定される金融商品
償却原価で測定される金融商品の帳簿価額と公正価値は以下のとおりであります。なお、当該金融商品

の帳簿価額が公正価値の合理的な近似値である場合、それらの項目に関する情報はこの表には含まれてお
りません。

(単位：百万円)

帳簿価額
公正価値

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

＜金融資産＞

その他の金融資産

差入保証金（注）２ 8,540 － 8,735 － 8,735

＜金融負債＞

借入金及び社債 35,375 － 35,490 － 35,490
（注）１．当連結会計年度においてレベル１、レベル２及びレベル３の間における振替はありません。

２．帳簿価額は、貸倒引当金控除後の金額で表示しております。
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❷ 公正価値で測定される金融商品
公正価値で測定される金融商品の帳簿価額及び公正価値は以下のとおりであります。

(単位：百万円)

帳簿価額
公正価値

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

＜金融資産＞
経常的に公正価値測定され
る金融資産
デリバティブ資産 4 － 4 － 4

（注）当連結会計年度においてレベル１、レベル２及びレベル３の間における振替はありません。

８．収益認識に関する注記
（１）顧客との契約から生じる収益を分解した情報

当社グループは、飲食事業から計上される収益を売上収益として表示しており、顧客との契約から生じ
る収益を以下のとおり分解しております。

(単位：百万円)
当連結会計年度

飲食事業 115,881

その他 2,358

合計 118,240

（２）顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
当社グループは飲食業を幅広く営んでおり、飲食店舗において、顧客からの注文に基づき料理を提供し

た時点で顧客が支配を獲得し履行義務が充足されると判断しており、当該サービス提供時点で収益を認識
しております。
また、収益は、顧客との契約において約束された対価から値引き等を控除した金額で測定しておりま

す。
なお、収益として計上された金額は、利用者により選択された決済手段に従って、履行義務の充足時点

にて支払いを受ける、または、商業施設やクレジット会社等が別途定める支払条件により短期のうちに支
払いを受けており、対価の金額に重要な金融要素は含まれておりません。
変動対価を含む取引や代理人取引はありません。
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（３）当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報
❶ 顧客との契約から生じた債権及び契約負債の残高

(単位：百万円)
当連結会計年度

期首残高 期末残高

顧客との契約から生じた債権 2,338 4,547

契約負債 215 132
顧客との契約から生じた債権は、連結財政状態計算書において「営業債権及びその他の債権」に含まれ

ております。なお、顧客との契約から生じた債権に対する減損損失はありません。
当社グループの一部の連結子会社において、飲食の支払いに充当できるポイントを付与するサービス等

を実施しており、主に顧客に付与したポイントについて、サービスを提供する履行義務を充足するまで、
契約負債として認識し、連結財政状態計算書上でその他の流動負債に含めて表示しております。当連結会
計年度期首時点の契約負債215百万円は、当該ポイントの行使期間等が概ね１年以内であるため、当連結
会計年度の売上収益として認識しております。
なお、当社グループにおいて契約資産はありません。
また、当連結会計年度において、過去の期間に充足した履行義務から認識した収益の額はありません。

❷ 残存履行義務に配分した取引価格
当社グループにおいては、個別の契約期間が１年を超える重要な取引はありません。
また、顧客との契約から生じる対価の中に、取引価格に含まれていない重要な金額はありません。
なお、当社グループはIFRS第15号第121項の実務上の便法を適用し、当初の予想残存期間が１年以内の

残存履行義務に関する情報を開示しておりません。

❸ 契約コスト
当社グループは、契約獲得または契約履行のためのコストから認識した資産はありません。

９．１株当たり情報に関する注記
（１）１株当たり親会社所有者帰属持分 129円64銭
（２）基本的１株当たり当期利益 16円11銭
（注）「基本的１株当たり当期利益」の算定上、自己株式として計上されている「従業員向け株式交付信託型

ESOP」が所有する当社株式を期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。（当
連結会計年度1,963,572株）
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10．企業結合に関する注記
取得による企業結合
株式会社サンジェルマン及び株式会社北海道サンジェルマンの株式取得について
１．企業結合の概要
（１）被取得企業の名称及びその事業の内容

名 称
株式会社サンジェルマン（以下「サンジェルマン」という。）
株式会社北海道サンジェルマン（以下「北海道サンジェルマン」という。）※

事業の内容 ベーカリー事業等
※北海道サンジェルマンはサンジェルマンの子会社であります。

（２）企業結合を行った主な理由
サンジェルマンは、1970年に第１号店を出店した伝統ある関東地盤のトップベーカリーの一つで

す。現在、「サンジェルマン」、「プルミエサンジェルマン」等のブランドで78店舗を展開し、創業当
時から受け継がれる丁寧な商品作り、素材や製法にこだわった商品開発、店舗やFSSC22000取得の
横浜工場での最高水準の安全管理から生み出される商品は、お客様の日々の暮らしに溶け込み、親し
まれ、高い支持を得ております。また、北海道サンジェルマンは、北海道全域の主にスーパーマーケ
ットに「レフボン」、「サンヴァリエ」等のブランドで68店舗を出店し、その焼きたてで高い品質の
商品は、サンジェルマン同様に、地元のお客様の日々の生活を支えています。
当社は、2021年７月に掲げた中期経営計画において「アフターコロナを見据えたポートフォリオ

の見直し」を第一の柱と定め、「日常」、「定番」、「地域密着」をキーワードに新たなポートフォリオ
の獲得を目指してまいりましたが、今回のサンジェルマン及び北海道サンジェルマンの当社グループ
への参加は、正にこの戦略に沿うものであります。
当社は、両社の持つ伝統のブランドと厚いお客様基盤に、当社の持つ外食専業企業としての店舗運

営ノウハウを加え、新規出店やイートイン強化を含めた店舗改装等の前向きな投資を進めることで、
両社の新たな成長を進めていく考えです。さらに、両社と当社グループ各社とのシナジーが大いに発
揮され、両社が当社の持つグループサポート機能を活用することで、収益面での貢献も期待できるも
のと判断いたしました。
当社既存のベーカリー子会社である株式会社グルメブランズカンパニーに加え、両社を当社グルー

プに迎え入れることで、お客様の日々の食卓を支え、憩いのひと時を提供するベーカリー事業を、当
社の新しい主力事業の一つと位置付け、末永く成長を目指してまいります。
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（３）企業結合日
2022年12月１日

（４）企業結合の法的形式
現金を対価とした株式取得

（５）結合後企業の名称
結合後の企業名称に変更はありません。

（６）取得した議決権比率
100％

（７）取得企業を決定するに至った主な根拠
現金を対価とした株式取得による子会社化によるためであります。

２．被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳
取得の対価（現金） 580百万円
取得原価 580百万円
※取得対価については株式譲渡契約に基づき価格調整を行った金額となります。

３．主要な取得関連費用の内容及び金額
アドバイザリー費用等 22百万円

４．発生したのれんの金額、発生原因
（１）発生したのれんの金額

11百万円
（２）発生原因

今後の事業展開によって期待される将来の超過収益力から発生したものであります。

11．その他の注記
記載金額は、百万円未満を切捨てして表示しております。
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貸 借 対 照 表
（2023年２月28日現在）

（単位：百万円）
資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額
【流動資産】
現金及び預金
関係会社売掛金
前払費用
関係会社短期貸付金
未収還付法人税等
未収入金
関係会社未収入金
未収消費税等
その他

【固定資産】
（有形固定資産)
建物
構築物
機械及び装置
工具器具備品
土地
建設仮勘定
（無形固定資産）
ソフトウェア
その他
（投資その他の資産)
関係会社株式
関係会社長期貸付金
長期前払費用
繰延税金資産
差入保証金

13,766
6,736
362
122

3,794
204

1,475
969
48
52

56,141
5,005
3,590

9
1

241
1,143

18
186
152
34

50,948
38,943
8,388
104

1,092
2,419

【流動負債】 14,720
1年内償還予定の社債 200
1年内返済予定長期借入金 7,379
未払金 94
関係会社未払金 2,384
未払費用 123
未払法人税等 63
関係会社預り金 3,145
株主優待引当金 629
店舗閉鎖損失引当金 19
資産除去債務 609
その他 71

【固定負債】 27,571
社債 400
長期借入金 25,948
株式給付引当金 47
関係会社事業損失引当金 76
資産除去債務 1,094
その他 5

負 債 合 計 42,292
純 資 産 の 部

【株主資本】 27,614
（資本金） 50
（資本剰余金) 21,714

資本準備金 12
その他資本剰余金 21,701

（利益剰余金） 7,067
その他利益剰余金 7,067
繰越利益剰余金 7,067

（自己株式） △1,217
純 資 産 合 計 27,614

資 産 合 計 69,907 負 債 純 資 産 合 計 69,907
（注） 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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損 益 計 算 書

(20222023
年
年

３
２

月
月

１
28

日から
日まで)

（単位：百万円）

科 目 金 額
売 上 高 4,898
売 上 原 価 719

売 上 総 利 益 4,179
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 2,934

営 業 利 益 1,245
営 業 外 収 益

受 取 利 息 115
受 取 配 当 金 1,038
協 賛 金 収 入 75
そ の 他 290 1,520

営 業 外 費 用
支 払 利 息 271
そ の 他 2 274
経 常 利 益 2,491

特 別 利 益
固 定 資 産 売 却 益 69
関 係 会 社 事 業 損 失 引 当 金 戻 入 額 1,176
そ の 他 20 1,266

特 別 損 失
減 損 損 失 298
関 係 会 社 株 式 売 却 損 587
そ の 他 118 1,003
税 引 前 当 期 純 利 益 2,754

法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 153
法 人 税 等 調 整 額 411 565

当 期 純 利 益 2,189
（注） 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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株主資本等変動計算書

（2022
2023

年
年

３
２

月
月

１
28

日から
日まで）

（単位：百万円）
株 主 資 本

資 本 金

資本剰余金 利 益 剰 余 金

自 己 株 式 株 主 資 本
合 計

純 資 産
合 計資 本

準 備 金
そ の 他
資本剰余金

資本剰余金
合 計

そ の 他
利益剰余金 利益剰余金

合 計
繰越利益剰余金

2022年３月１日 残高 50 12 21,701 21,714 6,151 6,151 △1,246 26,668 26,668

事 業 年 度 中 の 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 － － － － △1,272 △1,272 － △1,272 △1,272

当 期 純 利 益 － － － － 2,189 2,189 － 2,189 2,189

自 己 株 式 の 取 得 － － － － － － － － －

自 己 株 式 の 処 分 － － － － － － 29 29 29

事業年度中の変動額合計 － － － － 916 916 29 946 946

2023年２月28日 残高 50 12 21,701 21,714 7,067 7,067 △1,217 27,614 27,614

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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個別注記表
１．重要な会計方針に係る事項に関する注記
（１）資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券
子会社株式 移動平均法による原価法

② 棚卸資産
原材料 先入先出法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿

価切り下げの方法）
③ デリバティブ 時価法

（２）固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産 定率法を採用しております。

ただし、建物（建物附属設備を除く）並びに2016年４月１日以後に
取得した建物附属設備及び構築物は定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 15～50年
建物附属設備 ３～17年
構築物 10～50年
工具器具備品 ２～10年

② 無形固定資産 定額法を採用しております。
なお、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可
能期間（５年）に基づく定額法によっております。

③ 投資その他の資産
長期前払費用 定額法を採用しております。

主な耐用年数は５年であります。
ただし、契約期間の定めがあるものについては、その契約期間に基づ
く定額法によっております。
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（３）引当金の計上基準
① 株主優待引当金 株主優待制度に基づく費用の発生に備えるため、株主優待券の利用実

績に基づいて、翌事業年度以降に発生すると見込まれる額を計上して
おります。

② 店舗閉鎖損失引当金 店舗閉鎖による損失に備えて、翌事業年度以降に閉鎖が見込まれる店
舗について、損失見積額を計上しております。

③ 株式給付引当金 株式交付規程に基づく当社従業員への当社株式給付に備えるため、当
事業年度末における株式給付債務の見込額に基づき計上しておりま
す。

④ 関係会社事業損失引当金 関係会社の事業に係る損失に備えるため、関係会社の財政状態等を勘
案し、損失見込額を計上しております。

（４）ヘッジ会計の方法
① ヘッジ会計の方法 為替予約については繰延ヘッジ処理を採用しております。なお、振当

処理の要件を満たす取引については、振当処理を採用しております。
また、特例処理の要件を満たしている金利スワップについては、特例
処理を採用しております。

② ヘッジ手段とヘッジ対象 ヘッジ手段…金利スワップ、為替予約
ヘッジ対象…変動金利の借入金、外貨建予定取引

③ ヘッジ方針 将来の為替変動及び金利変動によるリスク回避を目的として利用して
おり、リスクヘッジ目的以外の取引は行わない方針であります。

④ ヘッジ有効性評価の方法 為替予約については、予約取引と同一通貨、同一金額、同一期日の為
替予約を締結しているため、その後の為替相場の変動による相関関係
は確保されており、決算日における有効性の評価を省略しておりま
す。
また、特例処理の要件を満たしている金利スワップについては、決算
日における有効性の評価を省略しております。
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（５）収益及び費用の計上基準
当社は、主に顧客である子会社に対して、商標使用許諾、経営管理及び業務受託並びに店舗資産管理、

食材販売等を行っております。
商標使用許諾取引は、契約期間における商標等の使用許諾が主な履行義務であり、使用許諾期間が経過

するにつれて顧客が便益を享受することから、一定の期間にわたって履行義務が充足される取引であると
判断し、契約期間にわたって収益を認識しております。
経営管理及び業務受託並びに店舗資産管理に係る取引は、契約内容に応じた経営指導や管理業務、店舗

資産管理等のサービスを提供することが主な履行義務であり、サービスを提供するにつれて顧客が便益を
享受することから、一定の期間にわたって履行義務が充足される取引であると判断し、サービス提供期間
にわたって収益を認識しております。
食材販売取引は、顧客から注文された食材等を手配することが主な履行義務であり、顧客に食材等が引

き渡された時点で履行義務が充足されることから、当該時点で、代理人取引として手数料の額を収益認識
しております。
なお、いずれの取引も、取引対価は、サービス提供後概ね1年以内に受領しており、重要な金融要素を

含んでおりません。

２．会計方針の変更に関する注記
（収益認識に関する会計基準等の適用）

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日）等を当事業年度の期首から適用
し、約束した財またはサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財またはサービスと交換に受け取る
と見込まれる金額で収益を認識することとしております。なお、計算書類に与える影響はありません。

（時価の算定に関する会計基準等の適用）
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」と
いう。）等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」
(企業会計基準第10号 2019年７月４日)第44-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準
等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、計算書類に与える影
響はありません。
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３．会計上の見積りに関する注記
会計上の見積りにより当事業年度に係る計算書類にその額を計上した項目であって、翌事業年度に係る計

算書類に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次のとおりです。

(１)固定資産の減損
①当事業年度の計算書類に計上した金額

有形固定資産 5,005百万円
減損損失 298百万円

②識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
当社は、有形固定資産について、キャッシュ・フローを生み出す最小の単位を主に各店舗としておりま

す。減損の兆候があり、回収可能価額が帳簿価額を下回る場合、減損損失を計上しております。なお、店舗
固定資産の回収可能価額は主として使用価値により測定しております。
回収可能価額は、取締役会において承認された翌事業年度の事業計画を基礎にして算定しております。
事業計画は複数の仮定に基づいて策定されております。売上高については、直近の実績を基礎として、行

動制限の緩和及び全国旅行支援並びにインバウンド需要の回復等を要因とする持ち直しの傾向が翌事業年度
にかけて継続することを仮定しております。また、売上原価、販売費及び一般管理費について、直近では、
原材料価格が高騰しているほか、人件費や光熱費が上昇しており、これらの状況が翌事業年度以降も継続す
ることを仮定しております。
当社は、これらの減損における主要な仮定を、経営者の最善の見積りと判断により決定しております。主

要な仮定は、外部環境の変化等の影響を受ける可能性があり、見積りの変更が必要となった場合には、店舗
固定資産の減損損失を新たにもしくは追加計上する可能性があります。

(２)関係会社株式の評価
①当事業年度の計算書類に計上した金額
関係会社株式 38,943百万円

②識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
当社における関係会社株式の評価に当たっては、当該株式の発行会社の財政状態悪化により実質価額が著

しく低下した場合に相当の減額を行い当事業年度の損失として処理しております。なお、超過収益力等を反
映して、１株当たり純資産額に比べて高い価額で関係会社株式を取得している場合には、超過収益力等を加
味した株式の実質価額と帳簿価額を比較し、減額処理するか否かを判定しております。
超過収益力を含む実質価額の評価に用いる将来キャッシュ・フローは、取締役会において承認された翌事

業年度の事業計画を基礎にして算定しております。
事業計画は複数の仮定に基づいて策定されております。売上高については、直近の実績を基礎として、行

動制限の緩和及び全国旅行支援並びにインバウンド需要の回復等を要因とする持ち直しの傾向が翌事業年度
にかけて継続することを仮定しております。また、売上原価、販売費及び一般管理費について、直近では、
原材料価格が高騰しているほか、人件費や光熱費が上昇しており、これらの状況が翌事業年度以降も継続す
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ることを仮定しております。
当社は、これらの関係会社株式の評価における主要な仮定を、経営者の最善の見積りと判断により決定し

ております。主要な仮定は、外部環境の変化等の影響を受ける可能性があり、見積りの変更が必要となった
場合には、関係会社株式評価損を新たにもしくは追加計上する可能性があります。

４．貸借対照表に関する注記
（１）有形固定資産の減価償却累計額 12,326百万円
（２）保証債務

関係会社の金融機関からの借入金に対する保証
株式会社ＫＲフードサービス 250百万円

関係会社の支払に対する信用状の発行による保証
Create Restaurants NY Inc. 409百万円

５．損益計算書に関する注記
関係会社との取引高

営業取引による取引高
売上高 4,654百万円
販売費及び一般管理費 311百万円

営業取引以外の取引 1,960百万円
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６．株主資本等変動計算書に関する注記
当事業年度の末日における自己株式の総数
普通株式 2,607,751株
（注) 当事業年度末の自己株式には、実務対応報告第30号に従い「従業員向け株式交付信託型

ESOP」が保有する当社株式1,941,200株が含まれております。

７．税効果会計に関する注記
繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳
繰延税金資産
未払事業税 13百万円
未払事業所税 1百万円
株主優待引当金 217百万円
前受収益 9百万円
長期前受収益 1百万円
店舗閉鎖損失引当金 6百万円
資産除去債務 589百万円
減損損失 387百万円
関係会社株式評価損 1,304百万円
関係会社事業損失引当金 26百万円
減価償却費 6百万円
株式給付引当金 16百万円
その他 22百万円

繰延税金資産 小計 2,603百万円
評価性引当額 △1,254百万円

繰延税金資産 合計 1,348百万円
繰延税金負債
資産除去債務に対応する除去費用 △143百万円
為替差益 △112百万円

繰延税金負債（△）合計 △256百万円
繰延税金資産・負債（△）の純額 1,092百万円
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８．関連当事者との取引に関する注記
子会社等

属性 会社等の
名称

資本金又
は出資金

事業の
内容又
は職業

議決権等の
所有（被所有）
割合（％）

関連当事者
との関係 取引の内容 取引金額

（百万円） 科 目 期末残高
（百万円）

子会社

株 式 会 社
クリエイト・レストランツ ９百万円 飲食店

の経営
所有
直接 100.0

資金の貸借
役員の兼任
経 営 指 導
業 務 受 託

経営指導料等の受取
（注２） 1,416

関 係 会 社
売 掛 金 219

営 業 設 備 の
賃 貸 （注３） 1,058

店舗売上金等
の 収 納 26,737 関 係 会 社

未 払 金 1,972

店 舗 経 費 等
の 支 払 6,194 関 係 会 社

未 収 入 金 750

Ｃ Ｍ Ｓ 取 引
（注４） ― 関 係 会 社

預 り 金 833
資 金 の 貸 付 5,000 関 係 会 社

長期貸付金 5,000
利 息 の 受 取
（注１） 26 ― ―

株 式 会 社
クリエイト・ダイニング ９百万円 飲食店

の経営
所有
直接 100.0

資金の貸借
役員の兼任
経 営 指 導
業 務 委 託

経営指導料等の受取
（注２） 755 関 係 会 社

売 掛 金 78

店舗売上金等
の 収 納 3,378 関 係 会 社

未 払 金 282

店 舗 経 費 等
の 支 払 1,198 関 係 会 社

未 収 入 金 146

Ｃ Ｍ Ｓ 取 引
（注４） ― 関 係 会 社

預 り 金 1,307

株 式 会 社
ＫＲフードサービス ７百万円 飲食店

の経営
所有
直接 99.8 資金の貸付

役員の兼任

資 金 の 貸 付 2,850 関 係 会 社
短期貸付金 2,850

利 息 の 受 取
（注１） 17 ― ―

株 式 会 社
い っ ち ょ う ９百万円 飲食店

の経営
所有
直接 100.0

資金の貸付
役員の兼任
経 営 指 導

経営指導料等の受取
（注２） 493 関 係 会 社

売 掛 金 21

資 金 の 貸 付 740 関 係 会 社
短期貸付金 740

関係会社株式の
売却（注５） ― ― ―

利 息 の 受 取
（注１） 3 ― ―

株 式 会 社
サンジェルマン 50百万円 飲食物製造

販売
所有
直接 100.0 資金の貸付

資 金 の 貸 付 1,800 関 係 会 社
長期貸付金 1,800

利 息 の 受 取
（注１） 0 ― ―

Create
Restaurants NY Inc. ０百万US$ 飲食店

の経営
所有
直接 100.0 資金の貸付

役員の兼任
資 金 の 貸 付 1,588 関 係 会 社

長期貸付金 1,588
利 息 の 受 取
（注１） 52 流 動 資 産

そ の 他 29
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取引条件及び取引条件の決定方針等
（注）１．貸付金及び借入金利息については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。

２．経営指導料等については、双方協議の上、合理的に決定しております。
３．営業設備の賃貸料については、市場価格を参考に交渉の上、決定しております。
４．CMS（キャッシュ・マネジメント・システム）取引については、基本契約に基づき残高が毎日変動

するため、取引の内容ごとに取引金額を集計することが実務上困難であることから、取引金額は記
載しておりません。

５．関係会社株式の売却価格は直近決算日を基準とする時価純資産方式に基づき決定しております。
６．上記取引以外に子会社に対する関係会社事業損失引当金戻入額1,176百万円を計上しております。

なお、子会社に対する引当金の当事業年度末残高は、関係会社事業損失引当金76百万円であります。

９．収益認識に関する注記
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「１．重要な会計方針に係る事項に関

する注記（５）収益及び費用の計上基準」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。

10．１株当たり情報に関する注記
（１）１株当たり純資産額 131円37銭
（２）１株当たり当期純利益 10円42銭
（注）「１株当たり当期純利益」の算定上、実務対応報告第30号に従い、株主資本において自己株式として計

上されている「従業員向け株式交付信託型ESOP」が所有する当社株式を期中平均株式数の計算におい
て控除する自己株式に含めております。（当事業年度1,963,572株）

11．その他の注記
記載金額は、百万円未満を切捨てして表示しております。
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連結計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書
2023年４月20日

株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングス
取 締 役 会 御中

有限責任監査法人トーマツ
東京事務所
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 朽 木 利 宏
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 関 信 治

監査意見
当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングスの2022年3月1日

から2023年2月28日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結財政状態計算書、連結損益計算書、連結持分変動計算書
及び連結注記表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結計算書類が、会社計算規則第120条第1項後段の規定により定められた、国際会計基準で求められる開

示項目の一部を省略した会計の基準に準拠して、株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングス及び連結子会社からなる企
業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人

の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定
に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。ま

た、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対

して意見を表明するものではない。
連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結計

算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外
にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求

められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、連結計算書類を会社計算規則第120条第1項後段の規定により定められた、国際会計基準で求められる開示項目

の一部を省略した会計の基準により作成し、適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結
計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であるかどうかを評価

し、会社計算規則第120条第1項後段の規定により定められた、国際会計基準で求められる開示項目の一部を省略した会計の基準に
基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
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連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかど

うかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示
は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的
に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を

行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実
施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に
際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注
記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企
業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前
提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な
不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められ
ている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業と
して存続できなくなる可能性がある。

・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、会社計算規則第120条第1項後段の規定により定められた、国際会計基準で求められる開
示項目の一部を省略した会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び
内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。
監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負
う。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む

監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立

性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容に
ついて報告を行う。

利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

2023年04月24日 12時31分 $FOLDER; 73ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）



73

計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書
2023年４月20日

株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングス
取 締 役 会 御中

有限責任監査法人トーマツ
東京事務所
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 朽 木 利 宏
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 関 信 治

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングスの2022年

３月１日から2023年２月28日までの第26期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及
び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類等

に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法

人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規
定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。

また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ
る。
当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対

して意見を表明するものではない。
計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と計算書

類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外
にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが

求められている。その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適正に表示するこ

とにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断し
た内部統制を整備及び運用することが含まれる。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかどうかを評価

し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には
当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかど
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うかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示
は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的
に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断

を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、
実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
る。

・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に
際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する
注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企
業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の
前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要
な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められ
ている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業
として存続できなくなる可能性がある。

・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとと
もに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表
示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含

む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独

立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内
容について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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監査等委員会の監査報告
監 査 報 告 書

当監査等委員会は、2022年３月１日から2023年２月28日までの第26期事業年度における取締役の職務の執行について監査い
たしました。その方法及び結果につき以下の通り報告いたします。

１．監査の方法及びその内容
監査等委員会は、この間の新型コロナウイルス感染症の全国的な感染拡大を踏まえ、その感染予防に配慮した監査並びに議事

運営に努めるとともに、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役会決議の内容並びに当該決議に
基づき整備されている体制（会社の内部統制に係る体制全般）について取締役及び執行役員並びに使用人等からその構築及び運
用の状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明するとともに、下記の方法で監査を実施しました。

（1）監査等委員会が定めた監査等委員会監査基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内部統制部門との連携の
上、取締役会その他重要な会議に電話回線又はインターネット等を経由した手段も活用しながら出席し、取締役及び執行役
員並びに使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、稟議書類等の重要な決裁書類等
を閲覧し、本社において業務及び財産の状況を調査いたしました。
又、子会社については、子会社の取締役等との意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社からの事業の報告を受
けました。

（2）会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその
職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。又、会計監査人から「職務の遂行が適正に行なわれ
ることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（2005年10月
28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変
動計算書及び個別注記表)及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結財政状態計算書、連結損益計算書、連結持分変動計算書
及び連結注記表）について検討いたしました。

２．監査の結果
（1）事業報告等の監査結果

①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
②取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。
③内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。又、当該内部統制システムに関する事業報告の記
載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

（2）計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

（3）連結計算書類の監査結果
会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2023年４月21日
株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングス

監査等委員会
常勤監査等委員（取締役） 森 本 裕 文 ㊞
監査等委員（社外取締役） 松 岡 一 臣 ㊞
監査等委員（社外取締役） 大 塚 美 幸 ㊞
監査等委員（社外取締役） 片 山 典 之 ㊞

（注）監査等委員松岡一臣、大塚美幸及び片山典之は、会社法第２条第15号及び第331条第６項に規定する社外取締役でありま
す。

以 上
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株主総会会場ご案内図
東京都港区港南２丁目16番４号　
品川グランドセントラルタワー３階
ザ・グランドホール

 　場会

交通のご案内
　JR品川駅東口（港南口）より徒歩５分
　港南口方向へ連絡通路を進み、港南口右手スカイウェイ経由で、
　直接品川グランドセントラルタワーよりご入館願います。

当日ご出席の株主の皆様へのお土産は、予定しておりません。 
何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。

至 横浜至 東京

品川インターシティ

東口（港南口）

アトレ品川

西口（高輪口）

JR・京浜急行
品川駅

JR線
新幹線

品川
イーストワン
タワー

太陽生命
品川ビル

ファミリーマート

三菱重工
ビル

京浜急行線

第一京浜（国道15号）

駅前広場

ザ・グランドホール
入口はエスカレーターで３階へ
（スカイウェイは２階です）

スカイウェイ
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